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午前10時00分開議 

○議長（甲斐 裕一君） 皆さん、おはようございます。議員及び市長をはじめ執行部各位には、

本日もよろしくお願い申し上げます。暑い方は上着を脱ぐことを許可します。 

 初めに確認しておきますが、令和６年度決算認定質疑に係る発言通告書の提出は、本日の正午

までとなっております。予定されている方は厳守でお願いいたします。 

 傍聴席の方へお願いいたします。傍聴に際しては、傍聴席入り口に掲示しております守るべき

事項を守っていただいての傍聴をお願いします。 

 ただいまの出席議員数は１８名です。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開

きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、関係課長及び代表監査委員の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第４号により行います。 

────────────・────・──────────── 
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一般質問 

○議長（甲斐 裕一君） これより日程第１、一般質問を行います。 

 質問者の持ち時間は、質問、答弁を含め１人１時間以内となっております。質問者、答弁者と

も簡潔に、また節度ある発言をお願いいたします。 

 それでは、通告制となっていますので、質問を許可します。 

 まず、１７番、佐藤孝昭君の質問を許します。佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） 皆さん、おはようございます。１７番、佐藤孝昭でございます。

ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に基づきまして、３点につきまして一般質問を

させていただきます。 

 一般質問に入る前に、私たちの先輩ＯＢ議員であります新井一徳さんが旭日双光章を受勲され

ました。大変栄光をもらったと思っております。１４日に祝賀会が行われます。市長、祝辞をお

願いしますということで新井さんから言われておりますので、くれぐれもよろしくお願い、伝え

ておけということですので伝えておきます。 

 今回も質問の量が多いので、早速一般質問に入らせていただきたいと思います。 

 まず１番目、由布市の第三次総合計画の策定に当たりまして、１、誰もが健やかに暮らせるま

ちづくりのテーマの「安心して受けられる医療（介護体制）の実現」では、第二次総合計画にど

んな問題があって、どう評価をし、第三次総合計画でどう改善していくのか、お聞かせください。 

 ②安心して受けられる医療・介護体制を実現するためには、職員の人材・人手不足の解消が必

要と私は思っております。どのようなことが由布市として支援できるのか、お教えください。 

 ③災害の早期復旧・復興における体制強化や、防災、国土強靱化計画につながる内容がどのよ

うに総合計画に盛り込まれているか、お教えください。 

 ④災害復旧・復興を担う土木・建設業の育成や強化のための盛り込みや戦略が総合計画にある

か、お聞かせください。 

 ⑤スポーツ施設の空調設備での熱中症対策やトイレ洋式化の、前回の一般質問のその後の検討

はどうなっているか、お尋ねいたします。 

 ⑥スポーツ振興は、人や文化を育むまちづくりの生きがい生涯学習社会形成に組み込まれてい

ますが、総合戦略・重点プラン、１３、１４の観光だけではなく、目標達成にスポーツが一役を

担えると私は考えておりますが、スポーツの力を生かす政策をしていただきたいと思うのですが、

どうお考えでしょうか。 

 大きな２番、由布市の魅力発信・ＰＲ・知名度についてでございます。 

 令和７年度は、由布市市制施行２０周年となっております。 

 ①これまでの由布市や地域の魅力発信の状況は、どう取組をやってきたのかお教えください。 
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 ２番目、魅力発信やＰＲでの浸透状況を把握や調査をやってきたか。 

 ③総合計画策定に当たり、改めて見えてきた課題はあるか。 

 ④その課題解決や、より知名度アップのための地域プロモーションを考えていかないか。 

 大きな３番目です。由布市の庄内地域のまちづくりについてでございます。 

 庄内地域が過疎問題から脱却をして、由布高校生や若者が求めるにぎやかさを実現するために、

どのような問題を解決し、どのような政策を由布市は検討していくか。これにつきましては、議

長の許可をいただきまして添付資料をタブレットに入れておりますので、担当課の方はお目通し

をしておいてください。 

 以上、大きく３点を質問いたします。再質問はこの場にて行います。明確な御答弁をよろしく

お願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長。 

○市長（相馬 尊重君） 皆様、おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、１７番、佐藤孝昭議員の御質問にお答えいたします。私からは、由布市の魅力発

信・ＰＲ・知名度についての御質問にお答えをいたします。 

 由布市には、日本を代表する温泉地、由布院温泉や湯平温泉、また由布岳、男池湧水群、由布

川渓谷など温泉と豊かな自然がございます。また、庄内梨やイチゴ、米などの農産物や庄内神楽

などの伝統行事もございます。このような観光情報などの魅力発信、ＰＲの方法は、デジタル技

術を活用した公式ウェブサイトやＰＲ動画を作成して、イベント等での放映やＳＮＳ、テレビな

どの各種メディアを通じて発信してきたところです。 

 ＰＲでの浸透状況の把握や調査については、携帯アプリ、ゆふポのダウンロード件数やホーム

ページのアクセス数を把握して、事務事業評価の成果指標として検証を行っているところです。 

 また、その課題については、市民意識調査や、庁内ワーキンググループで問題点が抽出されて

いますので、今回の第三次総合計画の施策の重点プラン１３、由布市の魅力ファンづくりプロジ

ェクトの中で、戦略的なプロモーションと情報発信を行うような計画は盛り込んでいきたいとい

うふうに考えているところです。 

 以上で、私からの答弁を終わります。他の御質問は、担当課長より答弁をいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 健康増進課長。 

○健康増進課長（吉野 眞由美君） 健康増進課長です。お答えいたします。 

 第三次総合計画の安心して受けられる医療・介護体制の実現についての御質問ですが、第二次

総合計画では、安心して受けられる医療・保険の実現と目標を掲げ、休日当番医を決めるなど、

地域保健委員会と連携して地域医療体制の充実を図り、介護保険では、ゆーふーネットの活用な

どで、医療と介護が連携して良質なサービスの提供に努めてきました。 
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 現在、医療については、人材不足などから医療機関の閉鎖や病床数の減少などがありますが、

＃７１１９や大分医療ネットワークなどを活用して、安心して暮らせる環境を整え、医療・介護

の体制については、今後も現状把握に努め、引き続き由布市地域保健委員会や県と連携して取り

組んでまいります。 

 次に、医療・介護職員の人材不足の解消に対する由布市としての支援についての御質問ですが、

医療機関の人材不足については、地域保健委員会や由布地区看護ネットワーク推進会議におきま

して、現在の困難な状況を伺っております。それぞれの会議には常に保健所も参加し、由布地区

看護ネットワーク推進会議では、大分県看護協会も参加する機会を設け、情報交換の時間を十分

に取り、人材不足の現状を直接お伝えしております。 

 由布市としましては、大分県市長会で複数の自治体と共に、地域の医療提供体制を確保できる

よう県に要望していくこととしております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 総合政策課長。 

○総合政策課長兼地方創生推進室長（米津 康広君） 総合政策課長です。 

 まず、第三次総合計画の策定に当たり、早期災害復旧・復興における体制強化や防災、国土強

靱化計画につながる内容がどのように総合計画に盛り込まれているかについての御質問ですが、

総合計画は市政全般の方向性を示す計画であり、国土強靭化地域計画は国土強靭化法に基づく計

画であり、安心安全に関する分野を中心に、減災・防災などにつながるハード面の施策等をまと

めた計画となっております。 

 今回策定する第三次総合計画は全政策分野を網羅した最上位計画であり、国土強靱化地域計画

は総合計画のハード面に焦点を当てた計画ですので、今回の第三次総合計画の施策の重点プラン、

みんなで防災プロジェクトと豊かな住環境創出プロジェクトの中の実施事業として、今後、国土

強靱化地域計画の事業が具体的に盛り込まれていくことになります。 

 次に、災害復旧・復興を担う土木・建設業の育成や強化のための盛り込みや戦略が総合計画に

あるかについての御質問ですが、これについては、今回の第三次総合計画の施策の重点プラン、

次世代につなげよう、未来を見据えた仕事づくりプロジェクトの中の企業支援などで、中小企業

の利子補給や雇用の確保などの支援策が盛り込まれていることになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長議長（甲斐 裕一君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（松本 知行君） スポーツ振興課長です。 

 スポーツ施設の空調設備やトイレの洋式化のその後の検討状況についての御質問ですが、空調

設備につきましては、体育館の待合室の部分にエアコンを設置し、利用者の快適な休憩場所の確
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保と熱中症予防に努めたいと考えております。 

 また、トイレの洋式化につきましては、年次ごとに進めておりまして、今年度は庄内総合運動

公園多目的広場のトイレの洋式化を行い、来年度は庄内体育センターのトイレの洋式化を行いま

す。その後も計画的に整備し、利用者の安心と安全の確保に努めたいと考えております。 

 次に、総合戦略・重点プランの目標達成に一役を担えるかについての御質問ですが、スポーツ

は健康増進や住民との交流、地域の活性化など多くの役割を担っております。このような観点か

ら考えますと、市内外から参加するスポーツイベントの充実やトップチームの合宿誘致事業など

を継続的に行うことで、重点プラン、由布市の魅力ファンづくりプロジェクトにおける関係人口

や交流人口の創出につながると考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 庄内振興局長。 

○庄内振興局長兼地域振興課長（佐藤 重喜君） 庄内振興局長です。 

 庄内地域が過疎問題から脱却して、由布高校生や若者が求めるにぎやかさを実現するために、

どのような問題を解決して、どのような政策を検討していくかとの御質問ですが、庄内地域につ

いては、人口減少、少子高齢化の進行が大きな課題であると考えております。この課題を少しで

も解決するため、庄内地域での出生者数の低迷、少子高齢など人口減少対策の１つとして若者定

住促進事業を進めております。 

 さらには、農業の振興、観光資源の活用、地域コミュニティの推進などに取り組むことが庄内

地域の振興につながると考えております。 

 第１に、持続可能な農業です。 

 地域計画の策定も一通り完了し、１０年後の担い手による営農計画に基づいて、持続可能な農

業を実践する糸口ができました。また、新規就農者の受皿となるスタートアップ圃場を設置し、

これまで３名の新規就農者を受け入れております。さらに、県下に先駆けて株式会社ゆふ農業サ

ポートを立ち上げ、農作業の省力化・効率化を図り、農業者の生産性の向上に一役買っています。 

 昨年度、由布市農業成長産業化推進本部を立ち上げ、農業の継続的な経営を促進するとともに、

大規模園芸団地１０＋（テンプラス）プロジェクト事業として大規模園芸団地の造成に着手して

います。具体的には、平石地区の梨団地６.８ヘクタールなど、他の地区でももうかる農業を目

指しています。 

 第２に、豊かな観光資源を活用した活性化です。 

 庄内地域には、男池や黒岳、龍昇の滝など、豊かな自然に恵まれた観光資源が多く存在します。

こうした観光資源をさらに磨き上げ、効果的なＰＲ活動を展開すると同時に、湯布院を訪れる観

光客を庄内地域にも周遊していただくような施策の推進を図ります。 
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 第３に、地域コミュニティの推進です。 

 大津留地区と阿蘇野・直山地区にまちづくり協議会を設置し、毎月開催している大津留マーケ

ットや阿蘇野・直山ふるさとまつりなどで、域内の交流をはじめ他地域からの交流人口の増加策

に取り組んでいます。また、庄内神楽という全国から誘客できる文化的財産も活用して、１１月

に開催する庄内神楽祭りと並行して庄内ふるさと祭りも開催し、約２,０００人ものお客を呼び、

交流人口の増加を図っています。 

 以上の対策をより実効性のあるものにするために、御案内のとおり若者定住宅地の造成を行っ

ており、さらに、庄内地域で操業している企業とも連携して就業の場を確保するとともに、地元

由布高校からの就職も積極的に進めることで、若者の定住促進と庄内地域のにぎわいの実現を図

っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） 答弁ありがとうございました。 

 それでは、順を追いまして再質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、１番目の誰もが健やかに暮らせるまちづくりのテーマの部分でございますが、これは前

回、由布市内の病院に入院するベッドがなくなってきている状況を一般質問させていただきまし

た。その部分において、高齢者福祉につきまして、改めて包括ケアシステム等のプランをつくる

上で、こういうものは問題になってこないのかをお尋ねいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田代 由理君） 高齢者支援課長です。お答えいたします。 

 医療と介護は役割には違いがありますが、この２つの連携は地域包括ケアシステムの根幹であ

ります。高齢者の方が自宅や施設で安心して暮らしていくためには、この包括ケアシステムの深

化と推進に取り組むことが重要だと感じております。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） これは私の体験談でもあるんですけれども、今病院に地域包括

ケア病棟というものがありまして、この部分であれば、ベッドがなくなるということについては、

大きい病院が大分市にあるじゃないかというところで治療はできますが、その後の回復するまで

の、日常生活に戻るための間にワンクッション置くための施設として、やはりこの地域にそうい

うベッドがないというのが、非常に介護する人も介護される人も不安な面があったので、この質

問を前回からさせていただいておるんですけれども、私なりに調べさせていただきますと、地域

包括ケア病棟というのが病院にございました。これが、まだ自宅に戻ることができない方とかを

するベッドが特別に用意されておるというか、そういうものがありました。 
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 これを質問する前に自分で調べて自分で解決したんですけど、これ、大分県下五十何か所ある

んですね。なので、やっぱり由布市内にそういうベッドがないということ、由布市内、湯布院に

１個あるんですけども、やはりそれだけでは足りないと思いますので、周りの別府とか大分とか、

そういったところは結構ありましたので、そういったところと連携をして、介護をする人、介護

される人も安心できる確保をしていただきたいということはちょっと申し添えていきたいんです。 

 ただ、あと、昨日、渕野けさ子議員の一般質問を聞いておりました。その中で、地域包括ケア

システムのお話をしておりました。これも総合計画の中の延長だとは思うんですけども、在宅介

護のほうを、その話を聞くと、在宅介護とかを国が推進、推奨しているんだとは思うんですけど

も、そういう方向性に行くような流れにしていくというふうになっておると思うんです。この計

画というか、骨組みというか、骨格というか、そういうふうにしていくのはいつ頃決まったとい

うか、何年頃に決まった骨格になるんですかね。 

○議長（甲斐 裕一君） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田代 由理君） 高齢者支援課長です。お答えいたします。 

 正式な年数というのは、すみません、本日資料を持ち合わせておりませんので確認してお答え

しますが、おっしゃるとおり医療のほうで人材不足等がありまして、在宅のほうにというふうな

シフトになっておりますが、一応由布市の包括ケアシステムといたしましては、住民の方が在宅

なのか施設なのかを選択いたしますので、そのニーズに合ったように進めていくようには取り組

んでいこうと考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） ちょっと下調べをしますと、大体その骨格って１０年前とか、

そういったところ辺ぐらいから、この包括ケアシステムというものを組み込んでいこうというの

は多分その辺ぐらいだと思うんです。在宅介護に切り替えるという、昨日の答弁も聞きながらい

ろいろしましたけど、考え的には、施設介護には非常にお金が、施設を造るのにお金がかかる、

市の負担も大きくなるというのは、そうなんだろうというふうに思います。 

 ただ、私も今地域を回っておると、１０年前と明らかに違うのが、独居老人、それから老老介

護をしている家族が非常に多いように感じられます。多分１０年前とかは、まだ息子さん世帯が

家にいたりとかして、そういう仕組みの中で、この訪問介護、訪問看護というのは、自分の生ま

れたところで介護してもらおうということはすばらしい考え方だとは思うんですが、もう今これ

だけ独居老人、それから老老介護をしている家、もしくは７０代が９０代を見ているような世帯

があります。こういうところを見たときに、この訪問介護、訪問看護、在宅という考え方が、こ

れが由布市のこの地域に合っているんですかね。お尋ねします。 
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○議長（甲斐 裕一君） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田代 由理君） 高齢者支援課長です。お答えいたします。 

 老老介護と今お話がありましたが、利用される市民の方で、在宅がいい、やはり施設がいいと

いうふうなそれぞれの皆様の選択によりまして、市としては、在宅であればこういうふうなサー

ビスがありますよ、施設であればこのような施設がありますというふうに御相談に応じて対応し

ているところでございます。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） もう少し言えば、じゃ、在宅、訪問介護、訪問看護等々にして

いくときに、結構これの報酬もこの間引き下げられましたよね。なので、これを引き下げて、民

間がなかなかこれの業種に参画をしない中で、石油高騰時代に、４０分かけた地域に訪問介護、

訪問看護、行きますかね。やっぱり民間企業は採算性を取ると思いますので、そこら辺の部分に

ついては、そういった僻地というか、ちょっと遠いところ、そういったところは、同じ高い介護

保険料を払って、同じサービスが受けられないというような状況は生まれませんかね。 

○議長（甲斐 裕一君） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田代 由理君） お答えいたします。 

 令和７年の今年の４月から、訪問介護と遠隔地の支援事業という新しい新規事業を開始いたし

まして、今の議員が御心配されているように、遠隔地の方の訪問介護の件で、事業所から利用者

さんの御自宅まで距離が１６キロを超える場合には訪問介護事業所の負担を一部支援する。支援

することによって、継続的に訪問介護サービスができるようにする仕組みのほうを４月から始め

ております。 

 具体的には、介護報酬サービスの提供時間のみの算定ではございますが、この事業では、利用

者さん宅への移動時間に介護報酬での３０分相当分を助成、１回につき１,７９０円を助成する

制度を４月から始めております。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） じゃ、そういうことをして、民間の企業、もしくはこの訪問介

護事業者は増えましたか。 

○議長（甲斐 裕一君） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田代 由理君） お答えします。 

 今回、こちらを利用する事業所のほうが対象が２つの事業所になっております。事業所は２つ、

利用者の方はいまして、増えたというか、今までその対象となる方が利用していた施設が２つだ

ったので、その現状の２つの事業所を支援するということになっています。 

○市長（相馬 尊重君） 佐藤孝昭君。 
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○議員（１７番 佐藤 孝昭君） 既存のところがその制度ができて助かったというところはある

んですが、今から介護を受ける方々の数から考えて、もっと増えていかないといけないときに、

その速度で間に合わないような気が私はします。 

 それは、課長が今どうするということはできないと思いますので、これは私の独り言でもいい

んですけど、聞いていただきたいんですが、正直言って、施設介護の部分が、じゃ、なぜお金が

かかるといいながらも、人口というのは今から減っていきます。高齢者もおのずと減っていきま

す。そうなったときに、今の施設が手いっぱいかと言われると、やはり介護士さんがいない、看

護師さんがいないということで病床を開けられなくて開園できていない部分も施設を見るとあり

ます。 

 ということは、この施設介護、私も父母がいますけど、やはり何かあったときに自宅で見ても

らうよりも、やっぱり施設で２４時間、そうなったときには見ていただきたいというふうに心の

中で思っています。そういった人は多いはずなんですよね。それを考えると、今後は施設介護も

力を入れていかないといけない中で、一番問題を解決しないといけないのは人材不足なんだと思

うんです。人員不足。この部分を防ぐために、やはり介護士さん、それから看護師さん、この辺

を確保する必要が私はあると思うんですね。 

 それをするために、介護士さんが今少ないと。看護師さんも少ない。じゃ、全くいないのかと

言われればいるんですね。じゃ、その人たちはどこに行っているかって、大分市とか、高い給料

のほうに行くわけですよ。そういった方々のところもあることを考えて、介護士さんの就業に何

か支援をしていかないといけないんじゃないかなと私は思うのです。 

 なので、いろいろ調べますと、うちの子育て支援課の保育士確保においては、直接保育士さん

に奨励金をあげたりとか、住んでいるところを借り上げておいたりとかの補助をしているはずで

す。そういった直接介護士さんたちに渡るような支援というのが多分ないと思うんです。国がし

ていない、県がしていないというのはあるのか分からないんですけど、でも、そういったことを

していかないと、この施設介護というのも今からも厳しくなりますし、今からしていただきたい

ところのサービスではありますので、この辺に支援をしていくようなお考え、していかないとい

けないなと思うことってありませんか。 

○議長（甲斐 裕一君） 高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（田代 由理君） お答えいたします。今、人材不足の解消ということでお話が

ありましたが、介護職員の処遇改善が賃金の引上げが有効であるということは認識しております。 

 国のほうで２０２４年の介護報酬改定で、各介護サービスの事業所に、職場環境の改善や介護

職員の方の賃金を上げた、目的としました処遇改善加算が、所定の要件を満たした事業所に

２.９％から最高で２４.５％、毎月算定されるようになっております。この処遇改善の加算のう
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ちに、令和６年度では２.５％、令和７年度は２％のベースアップにつながるような仕組みとな

っております。 

 算定できる事業所では、実際には賃金が引き上げられたということも確認できておりますので、

今後も国のこうした動向を注視していきながら、介護の人材の確保に努めてまいりたいと考えて

おります。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） それは、個人ではなくて施設にお金が入って、その部分を給料

に跳ね返していただく政策ですよね。それはそれで分かるんですが、それをやって、増えたとは

いいながら、１人が２人になっても増えるという意味合いで言えますけど、それで足りないと思

っているんです。それだったら介護のところの、もっと介護士さんも多いはずですし、介護施設

の人たちが悲鳴を上げるぐらいの人材不足というふうにはなっていないと思うんですよ。 

 なので、こういったものも、やはり保育士さんはそれで確保が今できているわけですから、そ

ういった部分もこの介護の分野においても考えていただきたいというふうに私は思っております

ので、市長、どうですか。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長。 

○市長（相馬 尊重君） お答えします。 

 医療も介護も、人手不足というのは全国市長会でも話題になっています。ただ、大分県は国レ

ベルより人数は充足率が高いんですよ。それは、議員御指摘のとおり、大分市、別府市におるか

ら県全体では充足率は高いほうになっているので、その辺がなかなか、いや、そうはいうものの、

大分市、別府市以外は困っているんだというのを今市長会でも私はこの前訴えたところです。 

 議員御指摘のように、そうした人材確保というのが本当に今からの医療、介護を支える大きな

課題だと思っています。議員御提案のような施策についても、今後考えていかなければならない

というふうに思います。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） ありがとうございます。７０歳の人は５年たてば７５で、後期

高齢者になります。もう５年ってすぐ来るんですよ。ゆっくりしたスピード感は、やっぱりちょ

っと命取りというか、私たちもやっぱり介護になるだろう父母を持っている身としては非常に切

実な問題だと思いますので、今日はこんなところで、それに取り組んでいただきたいというふう

に思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 それから、次に行きます。 

 災害復旧の部分につきまして、この質問をさせていただいたのは、やはり皆さん、ほかの議員

さんも言われておりました。災害が、８年前と全然違うような雨量、１回に降る雨量が大量、そ
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して今年も猛暑でした。気候の変動というのがあって、そういうものが目まぐるしく変わってい

る中で、今の基準の工法とか復旧の形ではなかなか難しくなってきているんじゃないかなという

ふうに推測されます。 

 復旧が進まない理由というのは単価もあるとは思いますけど、やはり業者さんがいないと言わ

れることが多うございます。それであれば、業者さんが増えるというか業者さんをつくる、育て

る、その観点でそういうことを進めていかないといけないと思うんですけど、建設課長、どう思

いますか。 

○議長（甲斐 裕一君） 建設課長。 

○建設課長（衞藤  武君） 建設課長です。お答えします。 

 確かに、昨今の災害の多さ、また大きさ、こちらのほうは大変危惧しております。また、建設

業界の会社の数、また人員として、それが足りているのかというのもやっぱり注視していかなけ

ればいけないと思います。 

 ただ、確かに建設業者さんが多いにこしたことはないんですけども、私のほうの建設課として、

業者さんを増やすということよりも、私どもの職員として、やっぱり建設の業者さんを指導監督、

しっかり育て上げる、人材を育てることが私どものやるべきことではないかなというふうに考え

ております。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） 建設課所管の災害復旧につきましては、割かしスピーディーに

は進んでいるようなふうには見受けられるんですけど、なかなか進まないのが、今度農林整備課

の農耕災害の復旧ですよね。この部分が一番後に回されて、いつもどうなっているのかというお

叱りを私も受けたりもするんです。 

 田畑とかの復旧をする土木屋さん、建設屋さんが、非常に田んぼとか、昔でいう農業災害の、

農業土木に強い業者さんというか、その辺が、建設土木の堤防を造るとか、そういう技術が高い

ところとかはあるんですけど、田んぼを復旧させるのになかなか慣れていないというか、そうい

うことがやはりないものですから、出来上がった後にやはり水が張れないとか、水路が壊れてい

たとか、崖を引っかけていて草を切るのにも苦労しているとかいうのが今聞かれます。 

 そういった業者さん、その都度その部分の指摘をしたりとかは地権者はしていると思うんです

けども、こういった、せっかく、１回で終わらせていただきたい、それで次を行っていただきた

いという中で、そういった部分の技術の向上とか、そういったのを育て上げていくというような

観点で、そういう農業土木に強い業者さんをつくるということをやっぱり由布市も考えないとい

けないと思うんですけど、農林整備課長、どうですか。 

○議長（甲斐 裕一君） 農林整備課長。 
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○農林整備課長心得（秦野 一成君） 農林整備課長心得です。お答えします。 

 まず、業者の方の育成や強化には、原則業者の方が自ら行っていただくことが大前提となって

おります。現在、土木業界については高齢化と若手不足が顕著に現れており、需要の増加に労働

力が追いついていない状況です。 

 その中で、業者の育成や強化、ひいては農業土木に強い業者をつくっていく１つ目の対策とし

ては、若手技術者を増やすことが１つの対策と考えております。土木業界では、きついというイ

メージがあります。そこで、由布市では週休２日制工事を導入しており、プライベートの時間を

増やし、ワーク・ライフ・バランスを向上させることで若手技術者を増やしていきたいと考えて

おります。また、週休２日制を導入した業者の方には経費の上乗せを行い、業者側の負担軽減も

行っているところです。 

 ２つ目の対策として、市の職員が技術向上を行うことで、業者への指導や助言を適切に行うこ

とができます。市では職員の技術研修を既に取り入れておりますが、さらなる推進をしていくよ

う、現在総務課にて研修の取組を計画しております。また、令和７年度より検査体制の強化にも

取り組んでいるところです。今後は、職員の技術向上や検査体制の強化を図ることで、業者の方

の強化や育成につながり、品質確保にもつながっていくと考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） 両課言われる部分で、その辺の解消ができるのであればしっか

り進めていただきたいと思うんですが、課って、やっぱり１年、２年すると課の人は替わります

よね。そういった中で、そういう指導の継続というか、そういったものというのもしっかりやっ

ていくということでよろしいですか。 

○議長（甲斐 裕一君） 農林整備課長。 

○農林整備課長心得（秦野 一成君） 今、若手職員のほうも数多くおる中で、ベテラン職員から、

当然、田の状況、水田とか作っていない職員とかいうのも当然おりますので、その辺は、水田と

か水路に関して技術を伝えていくような指導を今行っているところです。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） 管理体制として、そこはそこで頑張っていただきたいなと思い

ますけども、私は、今回ちょっと言いたかったのは、いわば地域に小さな土建屋さんって昔いっ

ぱいあったんです。この頃は、何か災害があっても、ちょっとした道開けとか、重機が要るよう

なことがあれば、そこの人が出てきていただいて、それをしていくことによって、市役所にわざ

わざ連絡しなくても、そういったところがスムーズにやっていっていました。 
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 ところが、昨今見ると、やはり小さな土建業者さんは高齢者になって辞めたりとかしていって

います。その辺のところが、地域として、そういうところがないというのもこれまたちょっと不

安なところがあって、そういったものが、やはり昔みたいにそういうふうにあってほしいなとい

う思いから、私だけではないと思いますけど、そういう思いというものがございます。 

 ですので、小さな土木屋をしながら、きついけども給料がいいと、しっかりもうけて、自分は

どんどん大きくなっていくんだという人もいますから、そういう方々が取り組みやすい制度にし

てほしいなというふうに思っています。この部分につきましては、この思いも酌み取っていただ

いて、引き続きやっていただきたいと思います。 

 それから、スポーツ施設の部分に移らせていただきますが、今、前回一般質問でさせていただ

いたものが進んでいるなということで確認できましたので、その部分につきましては、着々とお

願いしたいということでありますが、由布市の施設への投資をしていくという観点も、この部分

についてはいま一度お願いをしておきたいと思います。 

 スポーツ振興が、重点プランの１３、１４というのが、地域のファンづくりとかそういった部

分で魅力発信、それからその前の部分が観光を通じた何とかとかいうのがあったんですけど、ス

ポーツ、ファンづくりは、観光だけではなくてスポーツも盛んになれば、そういった生涯学習、

それから社会形成の一環だけではなくて、やっぱり全国でもスポーツでまちおこしを成功させて

いる自治体もたくさんあります。まずは、既存のスポーツ施設、これの利活用をやっぱりもう少

し高めていく必要があるかなというふうに思っています。 

 例えば、湯布院スポーツセンターなど好立地なところで人気はあると思うんですが、この部分

についてはどのようにしていくお考えですか。 

○議長（甲斐 裕一君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（松本 知行君） スポーツ振興課長です。お答えします。 

 スポーツセンターにつきましては、今年度、再整備に係る基本構想ということで、コンサル会

社に委託をして協議を始めているところでございます。現在の機能をそのまま継続するのか、新

たな要素を加えていくのか、先ほど言われたスポーツでまちおこしにつながるような部分も含め

て、しっかりと今後の在り方について研究していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） 何か塩漬けになっているような施設がもったいないなというも

のもたくさんありますので、そのようにどんどんと進めて、まちおこしになる、既存のもので利

活用でできるものが１件。 

 それと、もう一つは新規ででも、やはり大会誘致ができるようなグラウンドまたアリーナ、そ
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れからスポーツ施設の計画とかも、それはお金の面もあるとは思いますけども、やはりそういっ

たものも計画としてあるんだというような、大分県の由布市というのは真ん中にあって好立地で

ありますので、寄りやすい地域でありますので、その辺の青図も描いていっていただきたいと思

うんですが、課長、どうですか。 

○議長（甲斐 裕一君） スポーツ振興課長。 

○スポーツ振興課長（松本 知行君） スポーツ振興課長です。お答えします。 

 グラウンド、アリーナの部分については、もちろん整備されると大規模な大会も誘致できます

し、観戦客も増えて経済効果という部分もあるんですけれども、もちろん予算も伴いますし、大

きなプロジェクトになってくるので、民間の知恵も借りながら、さらにはこの由布市の人口規模

に合っているのかなど、市民ニーズ、必要性、また将来の負担の部分も、いろんな部分を踏まえ

ながら研究していく必要があるのかなと感じております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） 課長のところはスポーツ振興課でございますので、スポーツの

振興と、スポーツでそういうまちづくりが発達するようなことを考えていく課でございますので、

今、既存のものをどうしていくかだけで頭を悩ませるのではなくて、お金もないということで頭

を悩ませるのではなくて、やっぱり長期プランでもいいので、そういった夢のある、スポーツと

いうのはやっぱり感動とかそういうのを与えるものでございますので、一般の人も投資しやすい

ものになると思います。企業もやっぱり力を入れて、スポーツを自分のところに部をつくったり

とかしているところもありますので、そういった面も、由布市がそんなにするなら手伝ってやる

よとかいうところもあると思いますので、そういう企業も見つけていくのも日頃からしていかな

いといけないと思いますし、そういったもので活性化をさせていくというのを担っている課であ

りますので、ひとつスポーツ施設維持課ではなくてスポーツ振興課で頑張っていただきたいと思

っております。よろしくお願いします。 

 ２番目に、魅力発信、ＰＲにつきまして質問させていただきました。非常に米津課長の分かり

やすい説明で、答えは大体分かりましたけども、先日、大分のローカルテレビ番組で、大分県は

九州一市町村が少ない県って、市長は御存じでしたか。全国でも４番目に少ない県なんですね。

１８市町村というのがそうなります。１８市町村しかないのに、１８市町村が言えないという大

分県民が多いという特集をしていました。そのときも、十何人に大分駅前でアンケート取材調査

をしておりました。１８市町村を書いていただくんですけど、一人も正解がいませんでした。 

 問題はそこだけではなくて、その中で由布市と書いている人が一人もいなかったです。由布院

市とか、漢字の違う湯布市というようなことを書いた人はいましたけど、本当の今うちの由布市
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と答えられた人が一人もいなかったです、市長。知名度が上がっていないですよね。地域の名前

が、一般の人に由布市というのが認識されていない、これはどう思われますか、副市長。 

○議長（甲斐 裕一君） 副市長。 

○副市長（小石 英毅君） 今、佐藤孝昭議員から御指摘をいただきましたが、まさに私も再認識

いたしました。私が例えば東京とかに行くときに、どう発言しているかというと、由布院温泉の

ある由布市ですと言ったら、ばっちり完璧なんです。うちの県内のほかの市は、いろいろ言うの

がなかなか難しいんです。その分、うちは由布院温泉と言うだけでいいんですけど、孝昭議員の

おっしゃるとおり、由布市だけでいくと、知名度は。だから、由布院温泉のある由布市じゃ悪い

んですかね。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） 由布院温泉がある由布市でいいんですけど、由布院温泉がある

由布院市と思われている人が多いから問題ということであって、由布院温泉のある由布市と答え

られる人がおればいいですけど、由布院温泉のある何市かなというのが今問題だという話を今し

ています。 

 なので、それは、この２０年間由布市を、今度２０周年ありますけど、やはり名前に磨きをも

う少しかけるというか、そういうことをしていかないといけないんじゃないかな。それから、

２０年たったら手法ももう変わっているはずです。 

 今、課長が言われた部分というのは、何か新しい取組として、これだけＳＮＳとかももっとや

っているのに、これだけ知名度がないというのは、もっと戦略的にしないといけないなというふ

うに、発想力のある米津課長ですので、何か思いついていると思いますので、何かないですか。 

○議長（甲斐 裕一君） 総合政策課長。 

○総合政策課長兼地方創生推進室長（米津 康広君） 総合政策課長です。 

 先ほどやっぱり議員が言われまして、副市長が答弁したように、やはり由布市というよりも由

布院という名前が全国的に日本国内外で観光に来ている方が多いと思いますので、それを１つの

核として、由布市としてうまく広げるためには、やはり塚原とか湯平温泉、庄内、挾間、そうい

ったところにも連携させるためには、別府市さんとの連携等も必要かなとは思っております。 

 新たに知名度、魅力をアップするには、昨年まちづくり観光局がＹＵＦＵＩＮＦＯということ

で、観光協会のホームページ等をある程度一元化しております。その中で、ＡＩで由布市内の観

光のモデルコースを出すような取組等をやっておりますので、そういったことを今後活用して、

また情報発信したいと思っております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 
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○議員（１７番 佐藤 孝昭君） ちなみに先ほどのテレビ番組では、１８市町村言えないという

問題を受けて、これを覚えさせていくためにはどうしたらいいかというのを番組の中で考えてい

まして、おおいた１８市町村覚え歌というのをつくって、有名な津久見の合唱団に歌っていただ

いてＳＮＳで発信をしております。おかげで私は全部覚えました。今歌えませんけど、覚えまし

た。こういった刷り込みというか、そういったものというのが大事だなというのは非常に感じさ

せられました。２０周年を迎えるこの由布市を、やはり県下、全国に由布市を覚えていただける

ような、２０周年以降していただきたいと思いますので、市長、よろしくお願いします。 

 最後でございます。その中の庄内町のまちづくりの部分でございますが、残り１０分なので、

ちょっと足早に行きますけども、７月８日にこども未来議会の第２弾で、由布高校とこのこども

未来会議をさせていただきました。そのときに、その中の総務の委員会の中で、庄内をにぎやか

にすることが大事だということで、高校生が自分たちの中でいろいろと話し合っていただいて、

その結論を私たちに発表して、共有させていただきましたものを今タブレットに入れさせていた

だいております。 

 庄内町は過疎地かということで、数字を見ていただくと、下がっておるのは間違いないんです

が、そうしたら、どうしたらにぎわいがあるになるのかということで、人気にしようということ

で、庄内の農家の平均年収を上げていったらいいんじゃないかとか、そういったことも言ってい

ただきながら、アイデアの中で、国道２１０号線沿いに道の駅を造ったらどうかというのもあり

まして、それから、商業地、マクドナルドを造ってほしいという、これは結構若い人から私は言

われるんです。マクドナルドが欲しい、年配の人も言っていましたけど。何かあれなんですね。

あとは、やはり農地ではなくて商業地を増やしてほしいというようなことで締めくくっておりま

すけども、この部分、これは私、本当に同じ考えなんです。高校生レベルかと言われると、そう

ではないんですけど、一応考え方が私も若いという意味でも捉えてほしいんです。 

 それでいくと、この純粋な気持ち、先ほど庄内振興局長が言われた農業、それから観光、まち

づくり協議会、大事なことだとは思いますけど、そういうお役所の固い大人の意見はさておき、

この高校生の純粋な気持ちをどう思われますか。 

○議長（甲斐 裕一君） 庄内振興局長。 

○庄内振興局長兼地域振興課長（佐藤 重喜君） 庄内振興局長です。お答えいたします。 

 今回、由布高校生の提案なんですけど、いただいたことに大変感謝しております。ありがとう

ございます。あと、庄内地域、先ほど答弁でも言いましたように、今後過疎からの脱却で、人口

をどのようにして増やしていくのかも課題としてあります。また、さらには農業の振興、観光資

源の活用、あと地域コミュニティの推進、そういうものをトータルで取組をしていくようには考

えております。 
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 この提案につきましても、大変貴重な意見もいただいておりますが、全てに対してすぐできる

ということではございませんので、第三次の総合計画、今回過疎計画のほうも策定するようにし

ております。そういう中で今後の庄内町の発展について、どのようなことを取り組んでいくのか

というのを盛り込んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 佐藤孝昭君。 

○議員（１７番 佐藤 孝昭君） 局長、お願いいたします。また、委員会視察も、３委員会中

２委員会が道の駅を見に行っております。一応言っておきます。私も道の駅を造っていただきた

いということはずっと言い続けております。なので、どういう形のものがいいかとかそういった

ものは協議することもあっても、そういったものがあってのまちづくりも協議をしていただきた

いなというふうに思っておりますので、これは申し添えておきます。 

 それでは、もう時間も最後になりました。それでは、私たちの任期も来月１０月３０日をもっ

て満了いたします。議員の皆様、執行部の皆様には４年間、特に２年間私は副議長としてお付き

合いをしていただきました。誠にありがとうございます。職務は少し残っておりますが、いろい

ろと大変なことがあり過ぎましたが、職務を自分なりに全うできたなと心より感謝をしておりま

す。 

 秋の市議選に再度出馬をされます議員の方々におかれましては、私は三たびになると思うんで

すが、この議場でお会いできますよう、共に御健闘、それからお手柔らかにお願いを、祈念を申

し上げまして、私の今期の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（甲斐 裕一君） 以上で、１７番、佐藤孝昭君の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（甲斐 裕一君） ここで暫時休憩します。再開は１１時１０分といたします。 

午前10時56分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（甲斐 裕一君） 再開します。 

 次に、１６番、田中真理子さんの質問を許します。田中真理子さん。 

○議員（１６番 田中真理子君） １６番、田中真理子です。議長の許可を得ましたので、通告順

に従い、大きく１点質問いたします。これで本当に最後になります。市長、教育長、担当課長に

は、将来ある御答弁のほど、よろしくお願いをいたします。 

 今年も酷暑、猛暑日の夏でした。私も、大好きな夏が年とともに苦手になっていると身をもっ

てひしひしと感じています。私は自然や田舎の風情が好きです。夏の始まりは、田に水を張ると
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カエルの鳴き声に始まり、数種類のセミの鳴き声、ツバメ、トンボ、チョウチョウ、それと何種

類か多くの鳥が庭に来ます。しかし、品種、数が年々減ってきており、寂しさを感じています。

それと同時に温暖化が心配されます。その中で、決まった時間に３匹のヤモリが私の家の窓ガラ

スにやってきます。その１匹にやむおじさんと名づけて、出てくるのを楽しみに待っているこの

頃です。 

 それでは、最後の質問を将来に期待を込めてとしました。これまで取り組んできた財政、教育、

福祉、農業、防災についてお伺いをいたします。 

 １点目、由布市の将来に期待を込めて今後の方針を問う。 

 ①第二次由布市総合計画にかける思いの展望はについてです。ここ数年、コロナ対策に振り回

された予算組みの中で、懸命に住民サービスに努めてこられたと思います。そして、コロナ禍が

一段落した昨今、財政の動きに変化が出てきているのでしょうか。インバウンドの復活による入

湯税や挾間町の宅地開発による市税の増、また、宿泊を返礼品に加えることで、ふるさと納税の

増額と財源確保も順調かと思います。 

 しかし、一方で、防げない自然災害への復旧費、広域施設への投資、市有財産のインフラ、増

改築等、歳出も増加傾向かと思います。財政調整基金も気になるところです。 

 このような状況の中、財政状況を鑑み、住み良さ日本一を目指す当市、今期の総合計画への意

気込み、展望をお聞かせください。 

 ②子どもの学びに多様な居場所づくりの検討をについてです。これからは、ＡＩを駆使したデ

ジタル社会へと変わり、教育分野においてもさらに進んでいくと思います。学校教育においては、

生きる力を育て、社会で活躍する人材を育成することが目的の１つにあるかと思います。そして、

そこに社会教育、家庭教育が加わり、上手にバランスを取り合うことが大切だと思っています。

知識や技能を習得するだけではなく、人を育て、心を育てる。１本のレールの上を同じように歩

くのではなく、自分で考え、行動できるように、学習と同時に、私は自然と関わる時間を多く持

ってほしいと願います。遊びの中にも様々な学びがあります。 

 先般、子どもの権利に関する条例について視察研修を行ってきました。相模原市以外にも川崎

市では、この条例に基づいて子ども夢パークという施設を市が設置しています。子どもが自分の

責任で自由に遊び、学び、つくり続けていく子どもの居場所、活動拠点となる施設です。子ども

には遊ぶ権利があります。もっと自然と触れ合ってほしい。触れ合うことで、やりたいことが見

つけられるかもしれない。子どもたちのために、多様な居場所づくりに向けて、子ども権利条例

とともに検討をお願いいたします。 

 ③第一次産業振興への取組について。物価高騰の波紋は、農業への１つの大きな問題提起だと

思います。自然との闘いの中で、人間の命の根源を担っている職業でもあります。第一次産業は、
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食料の確保や減災、防災、水源の確保、維持としても大切な産業です。消費者の理解も深めなが

ら、田畑、農地、山林の有効利用、各支援、安定した供給、需要が成り立つよう、持続可能な産

業へと真っ向から取り組んでもらいたい。 

 ④高齢者の移動支援について。高齢者の増加、免許返納と同時に移動手段が困難になります。

多くの人が不安や悩みを抱えているのが現状です。中心部、周辺部を問わず、声を耳にします。

安心して元気で暮らせる地域のためにも、早急に対策、検討を望みます。 

 ⑤減災、防災について。次期総合計画に持続可能な防災とあります。自主避難の啓発、声かけ、

情報の伝達、災害多発地域の復旧、危険箇所の点検、事前の工事など、一人の命も落とすことな

く、常に早めの避難を促し、引き続き市を挙げて取り組んでもらいたいと思います。 

 以上、大きく１点、そのうち５つについての質問をいたします。再質問につきましては、要望

もありますので、最後まで自席で行いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長。 

○市長（相馬 尊重君） それでは、１６番、田中真理子議員の御質問にお答えします。 

 私からは、第三次総合計画における思い、展望はについての御質問にお答えいたします。 

 第三次総合計画の策定に当たり、国も地方創生２.０を提唱する中で、人口減少を前提とした

まちづくりを推進することといたしております。由布市としても、地域自治を大切にした住み良

さ日本一のまちの基本理念を引き続き継承し、２０３５年の人口を３万１,０００人を目標とし

て、人口減少や少子高齢化、自然災害、デジタル化など社会情勢の変化に対応し、多様化する市

民の皆様のニーズを踏まえて、持続可能なまちづくり、活力ある地域社会の維持、災害に強いま

ちづくり、子どもから高齢者まで安心して暮らせる環境の整備、地域特性の活用など、市民が幸

福を感じられるような、そんな由布市になるよう計画策定に取り組んでいるところです。 

 また、財政的にも、健全財政の維持に努めながら第三次総合計画の推進に当たっていきたいと

考えております。 

 以上で、私からの答弁を終わります。他の御質問は、担当課長より答弁をいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（岩田 正明君） 学校教育課長です。 

 議員質問の、子どもの学びに多様な居場所づくりの検討をについてですが、学校教育課としま

しては、議員がおっしゃるとおり、子どもには遊ぶ権利があり、自然と触れ合うことを通してこ

そ生きた経験となり、多くのことを学ぶことができると考えております。そのため、小中学校は、

教育課程の編成の中で各教科で体験活動を取り入れたり、由布学の中では、地域のひと・もの・

ことと触れ合ったりすることを大切に考え、実践しているところです。 

 また、遊びから学ぶことの大切さについては、遊びから学んだことを小学校入学後にも生かし
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ていくために、令和６年１月から令和７年９月、１年半余りをかけて由布市架け橋期のカリキュ

ラムを作成しました。作成に当たっては、由布市子育て支援課と学校教育課が、大分県幼児教育

センターの指導を仰ぎながら計画・運営を行い、由布市内全ての幼稚園、保育園、こども園、小

学校の所属長及び代表の教職員が参加して取り組みました。 

 内容としては、自分の園や小学校を振り返り、よいところ、つけていきたい力を出し合い、ど

の園を卒業しても、同じ小学校に入る子どもたちが共に学び合うことができるよう、協議を重ね

ることを通して共通の目標を設定しました。それが机上の空論にならないように、由布市を４つ

のブロックに分け、ブロックごとに幼稚園１園、小学校１校、そして保育園・こども園から１園、

計３回の保育参観や授業参観を行い、研究会を実施いたしました。実際の子どもたちを見ながら、

保育の工夫や授業の工夫を学び合いました。 

 これらの研究会を行った後、目標に向けて、園児や児童に対する指導内容を考えてカリキュラ

ムの作成に当たりました。その後、小学校と各園がどのように指導していくかを交流し、カリキ

ュラムを完成させました。 

 この長い期間取り組んできた研究会と交流会を交えた取組を通して、幼児教育は遊びを通して

学ぶことということを各園は再確認することができましたし、小学校においては、遊びを通して

学んだ園児が小学校に入学後、その学びを生かした教育をしていく必要があるということを学ぶ

ことができました。 

 遊びを通して学んできた子どもたちは、１年生になると急に４５分間の授業を受けることにな

ります。これらの理解が指導に生かされるとなると、小１プロブレムも減少に向かうのではない

かと考えています。具体的には、入学後の１年生の間、生活科を中心とした授業の中で、幼児教

育で学んだことを生かしながら授業を進めることとしております。 

 幼児教育から中学校教育まで、教育課程の見直しと授業改善を今後も継続いたします。遊びか

ら学ぶことの理解と遊びで学んだことを生かす場面を意識しながら、授業改善につなげていきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（藤川 祐子君） 子育て支援課長です。 

 子どもたちのために多様な居場所づくりに向けて、子どもの権利条例とともに検討をとの御質

問ですが、こども家庭庁が定めておりますこども基本法は、差別の禁止、生命、生存及び発達に

対する権利、児童の意見の尊重、児童の最善の利益を４原則としております。 

 由布市こども未来計画は、こども基本法を基に作成し、事業を展開しております。子どもの権

利条例の策定につきましては、教育委員会と連携を取りながら、子ども・子育て会議で研究して
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まいります。 

 次に、子どもたちのための多様な居場所づくりについてですが、今、由布市では、地域子育て

支援拠点事業等、生活に根づいた居場所づくりをしております。居場所づくりは継続的な課題だ

と捉えておりますので、これからも研究を進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 農政課長。 

○農政課長（新田 祐介君） 農政課長です。 

 第一次産業振興への取組についてですが、議員御指摘のとおり、第一次産業において食料の生

産は第一であり、そのほかに水源涵養や景観保全など、多様な役割があると認識しています。今

後も、持続可能な産業として成り立つように、新規就農者の確保、育成をはじめとし、企業参入

等の取組を進め農地の有効利用を図るとともに、引き続き関係者、関係機関と連絡を密にし、各

種支援を行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 総合政策課長。 

○総合政策課長兼地方創生推進室長（米津 康広君） 総合政策課長です。 

 高齢者の移動支援についての御質問ですが、高齢により心身が虚弱になったり、運転が困難に

なり免許返納する方や、免許を持たない高齢者が日常生活に必要な買物や通院が難しくなるケー

スがございます。移動が困難になりますと、日常生活に支障を来すだけでなく、社会参加の機会

を失い、さらに虚弱化を進める可能性も指摘されております。 

 この対策として、高齢者の移動のニーズをしっかりと把握し、交通と介護業界や福祉サービス

との連携や、現在、湯平地区で行っております住民相互による移動支援などを他の地域でも展開

できないか、地域の実情に合わせて検討してまいります。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 防災危機管理課長。 

○防災危機管理課長（赤木 知人君） 防災危機管理課長です。 

 減災、防災についてですが、由布市の災害リスクは多様で、台風や大雨の風水害や土砂災害、

地震や火山、雪害などあり、今年も大雨災害については全国各地で発生しており、線状降水帯発

生情報や記録的短時間大雨情報がニュース等で頻繁に流れているところです。 

 そうした災害リスクへ対応するには、公助、行政の避難情報の発信や避難所対応、防災講話等

の防災への普及啓発の取組はもとより、自分や家族の命と財産を守るための自助や、自主防災組

織など地域住民が協力し合い助け合う共助の３つの連携強化が重要と考え、今後とも、防災に対

しての普及啓発活動を積極的に継続して行ってまいります。また、その中で自助・共助の重要性
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を伝えながら、市民全体の防災意識の高揚に努め、由布市全体の地域防災力の向上と持続可能な

防災の仕組みをつくっていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 田中真理子さん。 

○議員（１６番 田中真理子君） ありがとうございました。 

 これで終わるので、どういうふうに再質問をしたらいいかなと考えました。再質問ではありま

せんが、私なりの見解と要望という形で読み上げて締めさせていただきたいと思いますが、

２０年にわたっていろんなことを聞き、いろんなことに挑戦をしてきました。新しい市になって、

お互いの融合が図れたのはいいことだなと思いますが、由布市としてはこれからだと思います。

やっと２０年がたったなという感じがいたします。 

 その間に私たちは年齢も重ねました。今度、老後をどういうふうに過ごすか、それも市のお世

話にならないと悪いのかなと思っております。そういった面も含めまして、今回の５つの項目に

ついて、少し私なりの見解も入れ、また、市長それから教育長に少しお答えをいただきたいなと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、総合計画にかける思いですが、令和６年度の財政状況については、行財政改革推進計

画を一読しました。実施状況は、令和５年、６年度と８５.１％の達成率で、着実に取組が行わ

れていると思いました。このまま財政の状況でいけるのか、多少の不安もありますが、今後も移

住、定住、働く世代の確保、それから本社の誘致といった、納税者を増やすなど安定した自主財

源の確保が重要だと思います。 

 財政調整基金の動向も気になるところです。予算がないからではなく、優先すべきは何か、市

の財政状況をチェックしつつ足元を見据え、市民への行政サービスを安定的に支援できるよう、

しっかりと取組をお願いしたいと思います。 

 これからの１０年間、住み良さ日本一の本来の姿をどう描くのか。私は、小さいながらも楽し

い我が家でいいのではないかなと思っておりますが、落ち着いた暮らしが続くよう、由布市なら

ではの町へ、実効性のある第三次総合計画を進めていただきたいと思います。 

 そこで、市長に最後となりますが、お伺いいたします。一個人として、この町が好きですか。

満足しておりますでしょうか。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長。 

○市長（相馬 尊重君） お答えします。 

 私も、生まれてから７０年間、由布市で住み続けております。由布市は住みやすい町、また、

私としては大変大切なふるさとと感じております。 

○議長（甲斐 裕一君） 田中真理子さん。 
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○議員（１６番 田中真理子君） 私も小さいときから市長を知っていますので、こうやって聞く

のが何となく面映ゆいんですが、私も今、この挾間町が好きです。偶然結婚して大分市には行き

ましたけど、五、六年でこちらに帰ってきましたので、私もここに大変愛着を感じております。 

 これからは、いろんな難しいことがたくさん起きると思います。昔と違って我慢しなくてもよ

くなったし、言いたいことも言えるし、いろんな人たちが住んで１つの町をつくっておりますの

で、いろんな困り事も出てくるかと思いますが、私は、やはり誰一人も取り残さないと、声なき

声を聞きながら市政の運営に当たってほしいと思っております。できること、できないことがあ

るかとは思いますが、できるだけ市民の声を聞きながら市政を運営してほしいなと思っておりま

すので、今後ともよろしくお願いをいたします。 

 それでは、１点目につきましては以上です。 

 ②についてです。多様な居場所についてです。 

 今回、様々な問題を抱えている子どもたちを区別することなく、全ての子どもたちを対象とし

て、あえて多様としました。ただ、この内容を理解していただけたでしょうか。戦後の私たちの

子どもの時代がよかったというのではありません。ＡＩ、ＤＸの時代だからこそ、学びの時間を

大事にしてもらいたい。戸外、室内どちらでも思い切り遊び、泥んこになって飛び回ってほしい

と思っています。 

 しかし、今の子どもたちには、自由に遊べる場所、時間がないことも理解しております。学校

の学習も大事です。でも、遊びを通しての学びも大事だと信じています。夢パークまでとはいき

ませんが、例えば、学校の近くに有休農地、耕作放棄地があれば、午後１時間くらい思う存分に

遊ばせたい、そう思っています。土に触れ、自然と接することで、もやもややいらいらが吹っ切

れ、心が落ち着くのではないでしょうか。どうすれば子どもらしくいられるのか、支援とは何か、

何なのか、この頃特に考えます。 

 研修で学んだ子ども権利条例の検討をお願いしつつ、夢あるまちづくりの１つとして、目線を

変えての居場所づくりを自分で考え、行動する、自立できる大人へと成長してほしいと切に願っ

ております。このことにつきましては、今すぐではないと思いますが、これからの１０年間をか

けて、どういった子育てをすればよいのかというのを考えてもらいたいなと思っております。そ

のためのお手伝いは幾らかできるかなと思っておりますので、そのときは協力をしていきたいと

思っております。 

 そこで、教育長にお伺いをいたします。学校の在り方、特色ある学校づくりへ向けての取組が

近い将来可能となるでしょうか。私が言いたいのは、勉強一辺倒じゃなくて、その中にいろんな

要素を取り入れて子どもたちを育てる。今、その時間が６時間、７時間ありますが、子どもたち

は学習に追われ、それが精いっぱいではないかなと思います。遊びの中にも学べる何か得るもの
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があるのではないかと思いましたので、お聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 教育長。 

○教育長（橋本 洋一君） 教育長です。お答えします。 

 今、今後の学校の在り方ということで質問を受けました。今回の学校教育課長の答弁で、幼稚

園と小学校のつなぎをまず大事にしようと。幼稚園の教育の主体というのが、まず遊びからス

タートしております。そういったものを今度小１でも生かすことはできないだろうかというのは、

この架け橋期カリキュラムの本質であります。 

 それと、あと、今度は、小学校と中学校の要するにつなぎといいましょうか、やはりこの事業

もまた一貫性がなければいけないということで、今、小中の連携の事業というのも研究をしてお

ります。 

 私は、結局一番学校の中で大事なものは、子どもの居場所があるところ、教室だと思っており

ます。学校の中でのほとんどの時間が授業です。ということは、授業の改善を、今議員が言われ

た要素を多分に取り入れながら進めていく必要があるのではないかというふうに思っております。

要は、多様な児童生徒が主体的にその授業に取り組める、そういう内容の構築というのがすごく

大事だなというふうに思っております。 

 そういう１つの柱になるのが、私はまた第１日目の吉村議員にもお答えしましたけど、由布学

ではないかというふうに思います。ひと・もの・ことを、先ほどの孝昭議員さんの部分にもあり

ましたけど、由布市は知られていないと。由布岳があるじゃないか、豊後富士があるじゃないか

ということなんですけど、そういったものがすぐイメージできるような、やっぱりそういうひ

と・もの・ことの内容をまたさらに充実して、最終的には吉村議員さんのときにも言ったんです

けど、地域に貢献できる自立した由布市のそういった人材をそういう授業の中で構築できないか

なというふうに思っております。 

 居場所でハードな部分もあるけど、やはりソフトのそういった内面を今学習するというのも、

いじめ、不登校とか、やっぱりそういう問題も含めてすごく大事だというふうにありますので、

私自身はそういうふうにこれから進めてまいりたいというふうに思っております。 

 以上であります。 

○議長（甲斐 裕一君） 田中真理子さん。 

○議員（１６番 田中真理子君） ありがとうございました。 

 時代が違いますので、私たちが小学校に通う頃と今とでは随分と違ってきています。でも、本

質的には、私は子どもたちの育ち方は変わらないのではないかなと思っています。やはりよく遊

べじゃないんですけど、私は相当言われました。家庭訪問に来たら、よく遊べじゃのうと言われ

ましたけど、その遊びの中から育つ子どもなりの成長があるのではないかなと思っております。 
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 それで、今はスマホとかいろんなので外に出る機会も少ない。そうなると、やはり子どもたち

は、もっと外に出て伸び伸びと太陽を浴びて育ってほしいなと思っております。そんな飛び回る

ことによって、またお互いに対しての気遣いもできたりするのではないかなと思います。 

 今後、どういうふうに教育が変わっていくか分かりませんが、できるだけそういった時間も多

く持ってもらいたいなと思います。学び場所はいろんなところにあると思いますので、学習する

ことも、遊ぶことも、いろんなことをすることで学べるのではないかなと思いますので、これか

らは今から育つ子どもたちの成長を見ていきたいと思いますので、その御指導のほどはよろしく

お願いをいたします。 

 それでは、次の③に行きます。③の第一次産業の取組についてです。 

 農業だけではなく、林業、水産業も同じような状況にあると思います。今回のこの議会でも、

農林業の取組について方向性を答弁されていました。第一次産業の課題は、従事者の人口減少、

それから担い手不足、人材育成、農地、山林、河川等の維持、赤字対策など、課題は見えていま

す。いずれもゆっくりしている時間はないと思います。県や国の支援、援助を受けながらでしょ

うが、第一次産業を守り、ひいては消費者、市民の生活へ反映してほしいと思います。引き続き、

この課題に御尽力をいただきたいと思います。 

 そして、やはり今、由布市は非常に災害が多いので、その災害に対する農地の強化等もお願い

したいと思います。これから農業人口が増えてほしいし、農地を持たなくても農業に関する何か

いろんなことが取り組めるんじゃないかなと思いますので、そういったところにも力を注いでほ

しいなと思っておりますので、引き続き、この第一次産業の取組については、由布市としまして

も、庄内町という大きな農地も控えておりますので、真剣に取り組んでほしいなと思います。よ

ろしくお願いしておきます。 

 それから、高齢者の移動支援についてです。 

 昨日でしたか、鷲野議員も言っておられましたが、このことについては非常に私も苦慮してお

りました。車に乗らなくなると、どうしても徒歩で行くか何かを頼らなくてはいけなくなります。

そのときに一歩も外に出られない高齢者もいるかもしれませんし、そこにどういうふうに手を伸

ばせばいいかということも大事な要素になってくると思います。子どもから大人までの一連の移

動支援を、うまく財源を工夫しながら、データ等を駆使してお願いしたいと思います。 

 このことにつきましては、これから私もいろんな意味で、どういうふうにして地域それから市

政に携わっていくか、考えなければいけません。今は皆さんの力を借りて、私も自分で運転しな

いので、多くの方々に同乗してもらったりしてきましたので、そのありがたみがよく分かってお

ります。これからは、高齢者が少しでも元気でいられるように、この移動支援についても引き続

き検討をお願いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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 それから、次の、もう最後になりますが、防災、減災についてです。 

 私のところも大分川をすぐそばに控えておりますので、ずっと、災害がだんだん大きくなるの

で、その都度非常にどきどきしながらいつも過ごしています。雨が多く降らなければいいなとか、

川の水がどこまで上がったかなということをいつも心配しながら過ごしております。 

 また、いつ起きるか分からないのがこの災害です。忘れた頃にやってきます。それゆえに日頃

からの備えが大切だと思っております。命を守るためには、まず避難ですが、声をかけ合って避

難をしております。それとか、地区割り、班割りをして声をかけ合うようにしておりますが、ち

ょっとこういった災害等が起こらないと、皆さん遠いことのように考えてしまいますので、いつ

何があってもいいように、その準備はしておきたいなと思っております。 

 １つちょっと思ったんですけど、玄関にボードみたいなのをかけて、今、避難先とか何か明記

していくのもどうかなと思ったんです。今、例えば自分で避難したときに、何にも家に残さずに

避難していきます。何人か声をかけ合うので、どこに行きますよとかは言いますけど、もし探し

に来られたり、何かあったときにどこに行っているのかなというのが早急に分かったほうがいい

かなと思うので、そうなったとき、余裕があればですけど、玄関脇のボードに、公民館に行って

いますとか、何か一言書いていけたらいいかなというふうに思っております。 

 私の住んでいるところは前が川ですので、上に逃げるか庄内の方向に逃げるかしかできないん

ですね、最悪の場合、橋が壊れれば。でも、私のところの橋が壊れたら、大分川に架かっている

橋は大抵危ないかなとは思いますけど、そういったことを１つずつ丁寧に押さえていってもらい

たいなと思います。 

 毎年災害は起こります。それぞれでいろんな手当てをしてくれていますが、これがずっと継続

して続くような方向を取っていただきたいなと思っております。今、そのためには、１０年前か、

防災士を受けましたし、防災の研修会にも欠かさず出るようにしております。そういった意味で

は、一人一人の行動を促すとともに、その地区でどういうふうにしたらということを、私はなか

なか地域側からは発信できないんですけど、市のほうが１年に１回か２年に１回来て、ここの地

域はこうですから、こういうふうにしたほうがいいですよというようなことをやはりしてもらっ

たほうがいいかなと思います。その原因の１つは、やはり高齢化で皆さんなかなかいろいろ計画

して動こうとする気配が薄くなってきておりますので、その辺はぜひお願いをしたいなと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 今回どうしようかなと思いましたけど、最後になりますので、私の聞きたいこと、それからこ

れまで取り組んできたことをもう一度聞きたいなと思いました。詳細にわたって聞くことはでき

ませんが、これからは一地域住民として頑張っていきたいなと思います。 

 それで、最後になりますが、少し一言お礼を申し上げてよろしいでしょうか。最後の質問が身
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勝手な要望で終わったかもしれませんが、お許しください。 

 はさま未来館に始まり、この場で最後を迎えられたことは、地域をはじめ皆様の御協力、御指

導があったからだと心より感謝申し上げます。ありがとうございました。この合併で、挾間だけ

にいれば挾間町の人しか知らなかったかもしれませんが、湯布院、庄内町と多くの人と知り合え

たことは私の財産でもあります。この場を去ることは寂しくはありますが、いつかは幕を閉じな

ければなりません。これからは、第三の人生をささやかに、そしてつつましく、小さな幸せを感

じつつ、晴耕雨読ができればと願っております。時間のあるときはこの場に出向き、緊張感に触

れさせてもらえればと思っております。 

 思い出を話せば涙が出ますし、話は尽きません。ここで泣くのもどうかなと思いますので、ち

ょっと我慢します。２０年間の感謝の意は言い尽くせませんが、皆様の御健康、御多幸、御活躍、

そして、市長をはじめ皆さんの御発展を祈念し、お礼の挨拶といたします。この後、戦いが残っ

ております。皆さんそれぞれに頑張っていただきたいなと思いますので、くれぐれも健康に気を

つけて頑張っていただきたいと思います。それでは、ありがとうございました。 

○議長（甲斐 裕一君） 以上で、１６番、田中真理子さんの一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（甲斐 裕一君） ここで暫時休憩します。再開は１３時といたします。 

午前11時48分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（甲斐 裕一君） 再開します。 

 お願いです。傍聴席の方へお願いいたします。傍聴に際しましては、傍聴席入り口に掲示して

おります守るべき事項を守っていただいての傍聴をよろしくお願いします。 

 次に、３番、髙田龍也君の質問を許します。髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） 皆さん、こんにちは。３番、日本保守党所属、地方議員の髙田龍

也、議員の許可をいただきましたので、通告にのっとって一般質問をしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 質問をする前に、先月、日出生台演習場で、自衛隊員さんが落雷により２名の方がお亡くなり

になりました。国防を担う若い隊員だったとお聞きしております。心よりお悔やみを申し上げま

す。 

 それでは、質問に入ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。大きく３つです。

３つ目は追加質問です。それでは、行きます。 

 第三次由布市総合計画及び由布市総合戦略（第３期）策定について。 
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 目標人口について。近年、政府は外国人労働者、移民の受入れを加速させる政策を進めていま

すが、地方の現場ではその影響が極めて深刻です。特に、由布市庄内町のような人口

６,７０５人の地域に７００人規模の移民が流入した場合――この７００人というのは今現在由

布市にいらっしゃる外国人の方の数を参考にさせていただいております。流入した場合、地域秩

序、文化、自治に重大な影響を及ぼすことが懸念されます。また、人口５０人程度の自治区に

１００人から２００人の移民が移住した場合、地元住民が少数派となり、実質的な自治の逆転現

象が起こり得ます。これは、地域主権の根幹を揺さぶる事態であり、制度的な担保が急務です。

欧州では移民政策の失敗により、治安悪化、文化摩擦、社会分断が顕在化しており、我が国も同

様の轍を踏まぬよう、現場からの警鐘を鳴らす必要があります。 

 １、欧州の移民政策失敗事例の分析と教訓について。スウェーデンでは移民系住民による銃撃

事件が急増し、ドイツでは地域住民との摩擦が激化、フランスでは郊外地域で暴動が頻発するな

ど、移民政策の失敗が国家秩序を揺るがしています。由布市として、これらの事例をどのように

分析し教訓としているのか、見解を伺います。 

 ２、地域文化・自治の保護に関する制度的担保について。庄内町や自治区のような人口規模の

小さな地域において、移民流入による文化的摩擦や自治の逆転を防ぐため、地域別の受入れ上限

や事前協議制度など、制度的担保の検討状況を伺います。 

 ３、治安維持と行政対応力の強化について。言語、生活習慣の違いによる摩擦や治安悪化への

懸念がある中、通訳・教育・医療相談窓口など行政支援の体制の整備予算額を伺う。並びに、警

察との連携による犯罪予防体制の構築について具体的な対応を伺う。 

 文中２です。重点プラン５、持続可能な環境づくりプロジェクトについて。国の方針に基づき、

由布市でも２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた重点政策が新たに盛り込まれている。

これに伴い、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入が推進されているが、地域の

実情に即した制度設計がなされなければ、住民生活、景観、文化的秩序に深刻な影響を及ぼす可

能性がある。また、由布市のＣＯ２排出量は全国比で極めて小さく、削減による地球規模での効

果は限定的である。地方自治体が国際目標に追従することの意義と限界について伺います。 

 １、由布市のＣＯ２排出量の実態と削減目標の妥当性について。環境省の資料によると、市全

体の排出量は年間約３０万トンとされているが、国全体に対する割合０.００３％程度、この規

模で削減が地球規模に与える実効性について、市としてどのように評価しているか伺います。 

 ２、再生可能エネルギー導入による地域への影響について。太陽光パネル設置による景観破壊、

農地転用、住民間の摩擦などの事例は把握しているのか。導入に当たって、地域住民の合意形成

や文化的景観の保護はどのように担保するのか伺います。 

 大きく３です。重点プラン１０、ワークバランス農業実現プロジェクトについて。由布市が掲
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げる、もうかる次世代につなぐ農業実現プロジェクトは、農業を継続可能な産業として再構築し、

新規就農者の定着や企業参入を促すことを目的としている。しかし、単にもうかるとするだけで

は、地域の生活基盤としての農業の本質を見失うおそれがある。具体的な収益モデル、可処分所

得の想定、家族構成に基づく生活設計、地域文化との整合性など、現場に根差した制度設計の妥

当性を伺います。 

 もうかる農業の定義と収入水準の想定について。市が想定するもうかるとは、具体的に年間売

上げ、経費率、可処分所得でどの程度か。モデル世帯を設定し、生活費、教育費、住居費を含め

た継続可能な生活設計や初年度の収益不安定期における支援制度の整備状況を伺います。 

 ２、稲作について。由布市は稲作を主力とする農業地域であり、地域の食文化、景観、経済に

おいて重要な役割を果たしています。一方で、耕作放棄地の増加は、農地の荒廃、害獣の温床、

景観の劣化など、地域秩序に深刻な影響を及ぼしている。市は現在、耕作放棄地の再生支援制度

を設けていますが、これを稲作の生産拡大と結びつけ、拡大分を輸出に回すことで収益性を高め

つつ、国内不作時には主力米として確保する戦略的備蓄モデルを構築すべきではないか伺います。 

 大きく２です。おおいたにじいろ講演会ｉｎ由布に参加してです。 

 市が共催、後援する未成年者対象の居場所事業において、保護者の同伴を認めない運営方針や

本人確認を行わない団体が存在します。親権の尊重と安全確保の視点から、市の対応方針を伺い

ます。また、教育委員会として、未成年者が参加する外部団体の活動に対し、学校現場での安全

指導、情報共有、保護者対応が求められます。教育現場の関与と体制整備について伺います。 

 １、市が共催、後援する団体活動において、未成年者の安全管理体制はどのように審査、確認

しているのか。 

 ２、保護者の同伴不可、本人確認なしという運営方針に対し、市、教育委員会はどのようにリ

スク確認を持っているのか。 

 ３、緊急事態対応や責任の所在が不明確な団体に対し、市、教育委員会はどのような監督・指

導を行っているのか。 

 ４、市、教育委員会として、未成年者の参加に関する年齢別ガイドライン、保護者同意、同伴

要否等を整備する考えはあるか。 

 ５、市、教育委員会、福祉部門、保護者との連携はどのように強化していくのか。 

 追加質問です。 

 認定第１号、令和６年度由布市一般会計及び特別会計の歳入歳出の決算の認定について。歳入

１８款２項１目、区分２、財産収入、財産売払収入、不動産売払収入、立木売払収入についてで

す。市県有林の伐採による立木収益は、市民共有の財産として適正に管理回収されているのか。

伐採業者からの報告内容は妥当か。第三者による監査体制は整備されているのか。収益の報告様
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式や制度的な担保は十分か、改善の必要について市の見解を伺います。 

 再質問はこの場にて行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長。 

○市長（相馬 尊重君） それでは、３番、髙田龍也議員の御質問にお答えをいたします。 

 私からは、総合計画及び総合戦略の策定における目標人口に絡むところの移住政策等に対する

御質問にお答えをいたします。 

 まず、由布市において諸外国における移民政策やそれによる影響等の分析については行ったこ

とはございません。また、移民を前提とすることも含めて、地域別の受入れ上限や事前協議制に

ついても、現時点において検討する段階には至っていないと判断しております。 

 次に、治安維持と行政対応力の強化につきましては、治安維持は警察による責任の部分が大き

いと考えております。由布市としても、地域住民との連携を通じて犯罪予防に貢献することがで

きるようにしたいと考えておりますし、警察との連携の中で治安の維持は現在のところ行われて

いると認識しております。 

 また、行政対応力の強化は、移民に関することだけではなく、地域住民全体の生活の質を向上

させることにもつながると考えており、それぞれの部署における取組と意識の中で力が備わって

いくものと考えておりますし、強化を図っていく必要もあり、研修等を通じて強化していきたい

と考えております。 

 政府においては、移民政策を取ってはいないとしており、移民政策に関わる部分は国家間や国

家像に関わるものであり、国によりその方針や施策等が決められるものだというふうに認識をし

ております。その過程で地方自治体から発すべき内容があれば、国へ地方の声として上げていく

ことは必要なことであり、重要なものだと考えております。 

 以上で、私からの答弁は終わります。他の御質問は、担当課長より答弁をいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 環境課長。 

○環境課長心得（小俣  功君） 環境課長心得です。由布市でのカーボンニュートラルの取組に

ついての実効性について回答いたします。 

 地球温暖化や気候変動が深刻化する中、国は２０５０年までにカーボンニュートラルの実現を

掲げており、地球温暖化対策の推進に関する法律の中でも、地方自治体はそれぞれの自然環境や

社会的条件に応じて、温室効果ガス削減に向けて総合的、計画的な施策を策定し実施するように

努めるよう定められています。カーボンニュートラルについては日本全体の課題であり、由布市

としても取り組むべき課題と考えております。 

 現在、第２次環境基本計画の策定を行っております。その中でも、地球温暖化対策については

重要かつボリュームがあることから、第２次地球温暖化対策実行計画として別冊で策定する予定
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です。現在、市民や市内事業者に対して行ったアンケート調査を踏まえ、由布市の再生可能エネ

ルギーのポテンシャルを分析し、他市の取組事例も参考にしながら、由布市として何ができるか

を整理している状況です。来年度、ゼロカーボンシティ宣言を行い、今後も温室効果ガスの削減

に取り組んでいきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 都市景観推進課長。 

○都市景観推進課長（伊藤  学君） 都市景観推進課長です。太陽光パネルによる地域への影響

についてお答えいたします。 

 平成２６年に大規模な太陽光発電事業による多くの課題を解決しようと、由布市自然環境等と

再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例を由布市は設定いたしました。また

翌年には、市が守るべき自然環境、景観、歴史的郷土的箇所を選定し、その箇所には事業を行わ

ないように協力を求める抑制区域を策定しました。このことにより、由布市は、市内の美しい自

然環境、景観及び良好な生活環境を保全することを優先し、一方で、各種法令の遵守、関係住民

への説明等の適正な手続により行われた再生可能エネルギー事業を受け入れるという方向性を示

しました。現時点においてもこの方向性は変わっていないことから、本条例の運用を継続するこ

とにより、保全と推進の調和を図っていきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 農政課長。 

○農政課長（新田 祐介君） 農政課長です。 

 初めに、もうかる農業の定義と収入水準の想定についての御質問ですが、現在、第三次由布市

総合計画及び由布市総合戦略の策定に向けて取組を進めております。農業分野では、もうかり次

世代につなぐ農業実現プロジェクトを掲げ、今後の農業を持続可能なものとするために、もうか

る農業を実現することで、移住者や新規就農者の定着、企業の算入を図り、産業としての魅力向

上に取り組むことを素案としております。 

 現在、由布市では、梨、ベリーツ、ネギの各品目ごとに産地が求められる担い手像を明確にし

た産地担い手ビジョンを作成し、これに基づいて新規就農者の確保、育成を進めております。こ

の産地担い手ビジョンでは、モデル経営体を設定し、品目ごとに年間の売上げと経費から農業所

得を明らかにし、就農５年目の農業所得の目標をおおむね４００万円、１０年目にはおおむね

５００万円としております。これらの品目ではファーマーズスクールを設置し、市が認定した就

農コーチの元で農業の生産技術を習得する研修を１から２年間実地で行っております。また、新

規就農者育成対策事業を実施し、年間１５０万円、３年間で４５０万円の資金を交付し、新規就

農者の営農開始時の収益不安定期の対策としています。さらに、関係機関と連携した生産技術の
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指導など、農業経営の早期確立に努めています。 

 今後も、由布市の農業を次世代につなぎ持続可能なものとしていくために、新規就農者への支

援を行い、定着を図ってまいります。 

 次に、稲作について戦略的備蓄モデルを構築すべきではないかとの御質問ですが、今般の米の

価格高騰に対し、政府備蓄米の放出により一定の価格の引下げにつながっていると認識していま

す。一方で、国の今後の生産方針として、米の需要に応じた増産が示され、今後具体的な施策が

展開される見込みであります。 

 こうした中、市としましては、今年度から耕作放棄地対策事業を開始し、耕作放棄地増加に伴

う雑草や病害虫の発生、有害鳥獣のすみかとなることを抑制しつつ、農地として有効利用する目

的として事業啓発を行っております。また、農地中間管理事業を通じ、意欲ある水稲などの担い

手への農地の集積化、集約化を図っているところです。さらに、米の生産性や品質の向上により

生産量の増加を図るため、ドローンを活用した防除や、地域や関係者の方々の協力を得て直まき

を試行するとともに、夏の高温化で品質が高く、収量の多い品種「なつほのか」の導入を進めて

いるところでございます。また、新たな担い手として、令和６年度までの５年間で水稲の新規就

農者５人が就農したところです。 

 今後も国や県と連携し、水稲の生産量の拡大を図るため、効率的で安定的な生産を進め、意欲

ある担い手への農地の集約を行い、新たな担い手の確保等の取組を進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 人権・部落差別解消推進課長。 

○人権・部落差別解消推進課長（後藤 康成君） 人権・部落差別解消推進課長です。 

 初めに、にじいろ講演会について簡単に御説明いたします。 

 この講演会は、大分県と市町村等が共催し、性の多様性への理解を深めることを目的とした講

演会です。由布市におきましては、本年６月２６日に開催をいたしております。まず、市が共

催・後援する団体において、未成年者の安全管理体制はどのように審査・確認しているかとの御

質問ですが、今回のにじいろ講演会ｉｎ由布におきましては、大分県生活環境部人権尊重・部落

差別解消推進課と共に当団体の活動を確認し、妥当であると判断し開催したところであります。 

 次に、保護者の同伴、本人確認なしという運営方針に対し、どのようなリスク認識を持ってい

るかとの御質問ですが、保護者が子どもの安全や行動について心配されることは当然だと理解し

ております。ＬＧＢＴＱの子どもたちが、保護者との関係に困難な経験がある子どもたちがいる

こともまた事実です。今回講演をいただいた団体におきましては、そういった困難を抱える子ど

もたちにとって重要な役割を果たしていると考えています。 

 次に、緊急時対応や責任の所在が不明な団体に対し、どのような監督・指導を行っているかと
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の御質問ですが、今回の講演会につきましては、大分県が講師選定した団体のセーフガーディン

グ指針を精査し開催をいたしました。 

 次に、未成年者の参加に対する年齢別ガイドラインを整備する考えはあるかとの御質問ですが、

当課が主催、共催、後援するイベントや講演会は多岐・多様にわたるため、現在はガイドライン

の整備は想定しておりませんが、今後の研究課題であるとは考えております。 

 次に、市、教育委員会、福祉部門、保護者との連携をどう強化していくかとの御質問ですが、

今後も教育委員会や各部署との連絡、情報の交換を密に行い、連携の強化を図っていきたいと考

えています。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（岩田 正明君） 学校教育課長です。 

 まず、保護者の同伴不可、本人確認なしという運営方針に対して、どのようなリスク認識を持

っているかについてですが、リスクとしては、一般的には心身への身の危険が迫った場合、守る

ことができないことです。 

 次に、監督・指導についてですが、外部団体が児童生徒に印刷物を配布希望する場合、学校教

育課で内容を確認し、配布するためのかがみ文をつけて配布することとなっております。原則と

して、多額の費用が必要とされるものや学校教育に適当でないものについては配布しておりませ

ん。 

 未成年の参加に関する年齢別ガイドラインについてですが、生徒指導では原則として、保護者

には我が子の行き先について把握をしておく、児童生徒は行き先を保護者に伝えておくことが基

本です。これまでも、児童生徒の安全のために小中学校では、行き先を家庭内で把握しておくこ

とを生徒指導において指導してきております。 

 なお、年間２回実施しております由布市生徒指導主任会でも、全ての小中学校における共通す

る指導事項として継続をしてまいりました。それがリスク回避につながると考えているためです。

今後も基本的な考え方は変わりませんので、特に策定はいたしません。 

 なお、現在でも全ての小中学校において困りや悩みを相談することができる体制があります。

学級担任をはじめ生徒指導担当、教育相談コーディネーター、養護教諭だけでなくスクールカウ

ンセラーも配置をしております。保護者に相談できない場合でも、相談に乗ってくれる大人が身

近にいることを改めて児童生徒に周知していかなければならないと考えております。 

 最後に連携についてです。案内チラシが学校教育課を通じての配布であれば内容を精査できま

すが、そうでない場合もたくさんあると思います。そのためにも、各課との連携の強化は不可欠

であると考えております。 
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 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。令和６年度一般会計決算における財産収入の立木収

入についての御質問についてお答えいたします。 

 立木収入は、県民有林８か所、市行林５か所の主伐及び間伐に対する収入となります。 

 まず、県民有林は、県から立木材積に対して主伐もしくは間伐の伐採に係る協議があり、その

土地が入会地である場合は入会権者との協議を経て大分県が入札、売買契約を締結し、伐採を行

います。事業完了後、分収契約に基づき大分県から収益の分収を受け、市が財産収入として受け

入れた後、入会権者に収益の分収率に応じて地元交付金として支払いをしております。 

 次に、市行林における主伐もしくは間伐の伐採は、その土地が入会地である場合は、管理して

います入会権者から市有林伐採同意依頼書に添付書類として立木売買契約書や見積書の写し等を

求め、その内容を確認した上で市有林伐採同意書を交付し、申請者において伐採を行っておりま

す。伐採後、市が市有林伐採同意書に変更がないことを確認し、収益の分収率に応じて入会権者

に立木収入を請求しております。 

 令和６年度一般会計決算における決算収入の立木収入については、申請書等の書類提出は適切

にされており、伐採に係る分収金の交付または請求においても関係者との疑義は生じておりませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） ありがとうございました。それでは、張り切って再質問していき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず初めに、人口についてお聞きしたいと思います。今、市長のほうから答弁いただきました

が、現状、政府としては移民政策というものは打っていませんので、私の考えの中で、これは今

現状が移民政策を政府がやっているんじゃないのかなと思うところで、この移民という言葉を使

わせていただきました。 

 質問したことでお話を聞く中で、市長も参加されていると思うんですけど、第３期まち・ひ

と・しごと創生大分総合戦略会議、これ、もしよかったら後でお渡ししますので。これで大分県

が重点課題として、第３期総合戦略で特にこの５年間で早急に取り組む必要があると題した中で、

外国人など多様な人材の活躍、定着による担い手の確保というふうに書かれているんですね。政

策体系Ⅳで、「外国人に選ばれ、共生できる大分県づくり」ということを県が今しております。 

 その中で、今のところそのような危惧されることはないということなんでしょうが、大分県と

しては、この５年間で早急に取り組んでいきましょうと、人材を確保するためにという形になっ
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ておりますので、市として、今後起き得るであろう、５年間で早急に取り組むというふうに県は

しておりますので、何らかの対応を今から考えていく。重点政策も今作成をしている段階だと思

いますので、その中で由布市民が、キョウセイが共に生きるじゃなくて、強く、制度の制で、相

手が嫌がることを強いるようなことがないようにしないといけないと思います。 

 その点を踏まえて、何らかの制度設計とか、由布市の、要は自治区でも、５人か１０人しかい

ないところで空き家がいっぱいあるよねというところもありますので、そこに５人しか由布市民

がいないところに外国人の方が１０人来れば倍の数になりますので、どちらの意見を取るのか。

地域住民といったときに、市民もありますが、外国の方も困っているので、少数のもともといた

市民の方々のほうが我慢してくださいよねということになっちゃいけないと思いますので、何ら

かの他市県の具体的な例とかは視察とか研究されていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（甲斐 裕一君） 総務課長。 

○総務課長（古長 誠之君） 総務課長です。お答えいたします。 

 県のほうの力を入れているというのは、当然、人材育成というか人手不足の部分をいかに補う

かという、人口減少に伴うところの外国人の協力といいましょうか、共生社会を目指してという

ふうなところの取組だというふうには理解をしております。その中で、今議員御指摘のように、

労働者の方が、特に湯布院の海外の移住者の方が多いんですけども、それで、今後、今危惧され

ているような状況が生まれる可能性としてはないとはやっぱり言えないとは思います。ただし、

現状の中では、先ほどおっしゃっておられました共生という形で、いかに理解し合って同じ社会

の中で生きていくかというところの取組になろうかなというふうに思っております。その部分が

もう既にやっているかというところになりますと、まだまだ意識が足らずに、その危機感だけは

持ちつつも、いまだにまだできていないというのが現状だというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） 危機感を持っているのであれば、埼玉県川口市のほうでも結構問

題になっておりますので、そこの実例も聞きつつ、しっかりと制度設計していただきたいなと思

います。 

 今、総務課長のほうから人手不足という言葉が出てきました。人手不足とは、行政の考える人

手不足は、由布市はどの分野が人手不足になるんでしょうか。 

○議長（甲斐 裕一君） 総務課長。 

○総務課長（古長 誠之君） 答えになるかどうか分かりませんけれども、先ほど来、議員さん方

の御質問からでも、いろんな人手不足だと。農業も商業も観光業もというような状況の実態があ

るということだけは事実ではないかなというふうに思います。特に、私が昨年、一昨年までいま



- 259 - 

した商工観光課の中の旅館業などは、宿泊を許容できるんだけども、人がいないので受け入れら

れないというふうな状況は、やっぱり人手不足と言わざるを得ないというふうに思っています。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） 人手不足なんでしょうと思うんですが、１つの分野に対して人手

不足なので、外国人労働者を入れていきましょうという考えになってしまうと、それはまた違っ

てくると思います。由布市のほうが１０割保障で１,０００万の補助を出して、由布市の何か新

しい発展につながることをしましょうねという今募集をかけていますが、そういうところでいう

と、人手不足であれば、日本は物づくりの国なので、機械化したりとか、自動化したりとか、そ

ういうところに新たな発想、後で農政課長にも聞きますが、農業分野とか、昔は手で稲刈りして

いましたし、手で植えていました。今は機械化していて、先ほど言われたようにドローンとかも

機械化で出てきていますので、そういうような人手不足を補えるような新しい産業を生み出すよ

うなことを由布市として発信していったほうがいいんじゃないのかなと思うんですが、市長、ど

うでしょうか。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長。 

○市長（相馬 尊重君） お答えします。 

 人手不足に対応するため、今いろんな施策が必要だと思います。例えば今、マッチボックスと

いうものを市で立ち上げて、雇用のマッチングを行うようなそういう仕組みづくりも行っており

ます。 

 議員御指摘の１,０００万については、これはやっぱり市民と協働でいろんなことをやりたい

ということで、市民の提案に基づいて市のまちづくりに寄与する事業をやっていただこうという

趣旨ですので、それはそれで続けていきたいと思います。ただ、人手不足についても、いろんな

形でマッチングをしたり、先ほど、機械とかそういったものにつきましても、創業支援とかそう

いったもので手当てをしているところでございます。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） 人口については、これを最後に聞きたいんですが、由布市が今後

１０年に向けての出生率が１.８やったと思うんですけど、総合政策課長、１.８で間違いなかっ

たですかね。 

○議長（甲斐 裕一君） 総合政策課長 

○総合政策課長兼地方創生推進室長（米津 康広君） 総合政策課長です。お答えいたします。 

 第三次の由布市総合計画策定に当たって、出生率、２０３５年が社人研が１.６５なんですけ

ど、市といたしましては大分県と同様に１.８４を今目指しております。 

 以上です。 
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○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） 人口についてはこれで最後にします。 

 由布市の、要は日本人の出生率を１.８４にしていこうよねという話なんですが、今、外国人、

この間、ＪＩＣＡさん主導で、アフリカのどこぞの国から日本の地域にホームタウン計画で来ま

すよとかいう話もありました。その国の出生率を考えたときには、日本人の出生率の大幅な差異

が生まれると思いますので、今後そういう政策を打っていくときには、そういうところもしっか

りと考えて政策を打っていただきたいと思いますので、これは今後も聞いていきますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 次に行きます。 

 再生可能エネルギーについてなんですが、環境課長、先ほどのお話を聞いている中で、森林を

伐採して太陽光発電を設置した場合の二酸化炭素の排出量の比較はされていますか。 

○議長（甲斐 裕一君） 環境課長。 

○環境課長心得（小俣  功君） お答えします。 

 一般的には、太陽光発電によるＣＯ２、二酸化炭素の削減効果が森林伐採による損失を相殺す

るには、気象条件にもよりますけれども、およそ１０年間が必要であるという試算であります。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） １０年間というのであれば、パネルは耐用年数があるんですね。

今、２０年と言われていますが、耐用年数が過ぎたら撤去しないといけないですね。そうなった

場合、また二酸化炭素を放出するときに、逆に削減効果というのはマイナスになるんじゃないん

ですかね。 

○議長（甲斐 裕一君） 環境課長。 

○環境課長心得（小俣  功君） お答えします。 

 議員おっしゃるとおりだと思います。現在、太陽光パネルのリサイクルやリユース等の施策が

あるんですけれども、不十分であります。十分に整備されているとは言えない、これが今の現状

であります。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） であれば、今度、総合計画の中で再生可能エネルギーの推進とあ

りますけども、これはどういった意味になるんですかね。 

○議長（甲斐 裕一君） 環境課長。 

○環境課長心得（小俣  功君） お答えします。 
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 森林伐採による太陽光パネルの設置は、災害リスクも考えられますし、生態系の影響も与えら

れると考えられます。ですので、この再生可能エネルギーの推進とあるのは、大規模な土地の改

変を行うものではなくて、建物それから建築物での太陽光発電の導入拡大や地熱発電、温泉熱を

使った利用促進等を検討しているところであります。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） そうであれば、今、湯布院庁舎の屋根の上に太陽光パネルを設置

していると思うんですが、あれは売電しているんですかね。財政課長に聞いたほうがいいですか。 

○議長（甲斐 裕一君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。お答えをします。 

 売電はしていますけれども、その分、１０年間につきましては、設置した業者の方というふう

な形で、それが終わった後にうちのほうで今度は収入という形で入ってくるような形になります。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） 売電しているということであれば、太陽光パネルは由布市の中か

ら買っているということは、市民の皆さんの税金で買っているんですね。だと思うんです。それ

でいったときに、今、電気代を払うときに再エネ賦課金というものを払うんですよ。御存じです

かね。それって何かちょっとおかしな話だなと思うところがあって、設置されている太陽光パネ

ルが国産であれば、国産産業の強靱化につながるのであればいいのかなと私は思うんですが、大

体今、太陽光パネルのシェアが７０％が中国産です。であったときに、外国のものを市民の税金

で買って、売電して収益が上がっていますよと言うんですが、広く考えたときには、ここにいら

っしゃる皆さんの電気代から少しずつもらっているという話なんです。何だかちょっと本末転倒

な気がするんですけども、そういうような政策というか、今の現状がそうなんでしょうけども、

そういうことは何か少し不思議だなとか市長のほうは思わないですかね。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長。 

○市長（相馬 尊重君） お答えします。 

 太陽光だけにスポットを当てて考えるとそうなるかもしれませんけども、太陽光事業と、今は

天然ガスとかが多いと思うんですけども、普通の発電、太陽光以外、水力はまた水力があるんで

すけど、加熱燃料による発電、そういったものに比べればＣＯ２の削減効果にはつながるという

ふうに思います。ですから、全体的にみんなでＣＯ２を削減する、その一環として太陽光を使う

ということですから、太陽光だけを考えるのではなくて、やっぱり加熱燃料を使って発電するの

と比べたり、いろんな仕組みを総体で調達しながらＣＯ２の削減につなげていこうというふうに

私は理解しています。 
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○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） 私は、国民というか市民の負担が少しでも減ればいいなと思って

いますので、再エネ賦課金というのは私は再エネ賦課税かなと思っていますので、そういうとこ

ろの、発信源という言い方は悪いかもしれないですけど、由布市もそういうお金で売電をしてい

るという、回り回って市民が払っているという形になるのもちょっと不思議だなと思います。こ

の点についてはまた今後も聞いていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 農政分野なんですが、すみません、ちょっと時間がなくなってきておりますので、今年の稲作

なんですが、うちで今１町半ぐらい収穫しました。今年の出来は今のところなかなかいいです。

農政課長、この報告だけにしておきます。また１２月にこれを改めて質問したいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 おおいたにじいろ講演についてになります。よろしくお願いします。 

 先ほど、学校教育課長が答弁していただきましたが、小学校、中学校の夏休みとか冬休みとか

長期の休みの場合の子どもが外出するときには、親御さんとか子どもとか、どのような指導をさ

れていますかね。 

○議長（甲斐 裕一君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（岩田 正明君） 学校教育課長です。 

 夏休み、冬休み、春休み、年間３回長期休暇があります。指導としては、それぞれの学校に応

じて、小中１３校が共通事項、例えば朝何時から夕方何時まで出ていいとかいうこと、それから

先ほどの質問に少しかかるんですが、どの学校も基本的には、自分が遠くに出るときは親に行き

先を話しておくことということ。あと、それ以外には、もちろん花火の使い方とか、小さいんで

すが自転車の乗り方とか、学習生活の全般についてしています。それを生徒指導主任会の中で各

校が持ち寄って、お互いの中身を確認しながら配布という形をもう何十年もしているところです。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） ありがとうございます。 

 私も子どもの頃は、出かけるときは親にちゃんと言っていきなさいと。親には誰と遊んだかを

帰って報告したりとかしていました。でいったときに、今回この講演会をされた団体さんなんで

すが、先ほど質問の中にもありましたが、親に言わなくていいよというところがあるんですね。

匿名で行きますので、誰が来たか分からない。そこの団体の方々も、匿名ではないですが、自分

でつけるニックネームでお話をしていますので、誰と話したか分からないというところです。そ

れは、ちょっと親としてすごく不安です。 

 この講演を聞いた後に、同じ主催者である大分県の担当の方に同じような質問をしています。
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質問して、何課かは私は分からないんですけど、後で教えてもらえればいいですけど、回答が来

ました。その中で、回答の一部抜粋をしますが、その某団体が実施する居場所へ保護者の承認を

得ず匿名で参加することは、彼ら――この彼らというのは子どものことですね。彼らの個人の人

格を確立させ、社会人として成長していく過程で生じた親にも相談できない悩みを少しでも解消

するために必要なものであり、子どもの福祉の観点から適合と考えておりますといったときに、

今由布市の学校教育課長がおっしゃった答弁とこの県が言っている回答って何かすごく乖離があ

ると思うんです。 

 乖離があるのであれば、このような団体に、私としては、これは１０代から２３歳までなんで

すね。１０代といえば、小学校４年生ですよ。小学校４年生が、県の回答では、個人が行く分に

はいいですよと言っているというのは、私はすごくおかしいと思いますので、できれば、回答は

いいので、私としては、このような不確かな団体、こういう団体は親より立場が上ではありませ

んので、親がしっかりと把握できないような団体と話をする場合には、今回県が主催だったかも

しれませんが、由布市としてはしっかりと、ノー、できませんと、事前に調べた上ではっきりと

お答えをしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。これは終わりま

す。 

 次です。追加質問の分になります。 

 今回決算で上がっている分で、市県民有林の収入でいったときが約４,４００万円入ってくる。

これ、大体換算したら収入の１割程度を市のほうに収めていただいているということでよろしい

んですかね。 

○議長（甲斐 裕一君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。お答えをいたします。 

 まず、県民有林と市行林という形で違いがありまして、県民有林のほうについては、県が伐採

をした後にうちのほうに収入として全額を入れていただきます。それから後に地元交付金として、

入会地の場合については分収率に応じて地元のほうに交付するという形になります。そして、市

行林のほうにつきましては、先ほどもお話ししましたように、うちのほうに書類を提出していた

だきまして、分収率に応じた率に対して、地元が収入を全部得ておりますので、そこから請求を

しているというふうな形になっております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） 今回の決算の分で、山を調べてというのがちょっと間に合わなか

ったんですけど、令和５年度の分の奥畑財産管理組合さんが一緒に由布市としていた分の川西蛇

越峠１５７５の１の４.４１ヘクタールの分を私は調べてみました。今課長が言われているよう
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に、いただいている書類の中での分収分ということで、今このときは２０１万４,０００円いた

だいているんですね。そう考えたときに、見積金額でいただいていた金額が２,０１０万

２,６００円やったんですかね。それに対して由布市のほうに分収費として２０１万４,０００円

入ってきているというのであれば、書類上は間違いないと思うんですよ。 

 ですが、これ、私は工藤さんから委任状ももらって金額の中身とか通帳の中身とかも調べさせ

ていただけるように全部調べてきました。そうなったときに、この工藤さんところに入っている

お金というのが２８４万１,６２４円なんですよ。書類との差異があるんです。これは何で差異

があるのかなと思ったんですね。工藤さんは、こういう書類を作った覚えがないんよという話も

前回の議会のときにも話をして、大分森林組合さんが書類の作成をしてきたという話は前回のと

ころで聞いて、大分森林組合さんがする分には問題ありません、第三者がする分はいいですよと

いう話だったんですが、これは実際、奥畑財産管理組合に入っているお金と、収支として入って

きているお金と市のほうに出している見積金額との差異があるんですよね、約８０万ぐらい。

３％。これ、どういうふうに思われますか。 

○議長（甲斐 裕一君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。お答えします。 

 個別の案件につきましては、はっきりと内容をうちのほうも精査をしているというわけではな

く、個別個別の部分につきまして、提出された内容を一応確認して、その書類が正しければ、う

ちはその金額が正しいものとして一応事務処理を行っているような形になっておりまして、そこ

の内容が入ったのが、通帳の中身まではうちのほうは確認をしておりませんので、そこの部分に

ついてお答えはまだできないような状況でございます。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） これ、由布市の条例のほうでいくと、収入に対してという書き方

をされていますね、分収率を決めるときには。私、こういう差異がなぜ生まれるのかなと思って

いろいろ調べたんですね。他市の分収率等をどのように条例で書かれているのか。そしたら、

１つの例として挙げるんですが、出雲市のほうでは造林木の売払い代金によってというふうにな

っています。なので、収入と売払い代金では全然違ってくるんですね。木材を出して市場で売ら

れた金額をしっかりと行政のほうに出してと。市と県の共有財産、市民、県民の財産なので、し

っかりとしましょうねと、お金の差異がないようにというやり方をしているんですよ。それとか、

あと、他市なんですけども、県民有林、市民有林を伐採した場合にはドローン等で株を数えて、

本当にその本数だったのかというところを調べています。 

 実際に蛇越峠、伐採されたところの切った伐採の株を数えてきました。数えました。そうなっ

たときに、見積りの出されている本数、杉とヒノキの本数と実際に株で数えた場合の本数が違い
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ました。これは私は実例として、これは地域の皆さんの御協力があって今このように入れていま

すので、市と県の共有財産なので、しっかりと今後、今農林整備課長はいませんが、財政課長が

いらっしゃいますので、お話。市民、県民の財産であり、今回４,４００万という市としてもす

ごく大きな収入が入っていますので、これは仮に１割もらっているのであれば、全体として４億

円近い産業になっているのかなと思いますので、そうなったときにはしっかりと行政が、条文の

ところで、支払いを売払い代金に切り替えるだけで、今、書類の精査をしっかりすれば大丈夫だ

という話も、していますという話であったので、書類の精査ができるような体制をつくるべきだ

と思うんです。 

 財政の健全化を言われていましたので、今日、大塚代表監査委員がお見えになっております。

今のお話を聞いて、どのように感じられるか教えてください。 

○議長（甲斐 裕一君） 代表監査委員。 

○代表監査委員（大塚 裕生君） 監査委員としてお答えします。 

 監査の必要性があるというふうに認められれば、市当局が関係団体等を監査できるものという

ふうに考えております。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） 今、財政課長が言ったように、私は一部のことでしか調べること

ができませんでした。ですが、一部でも結構な差異がありますので、これは令和５年度のことな

ので、もう議会でも承認を取っていることです。ですが、今から私たちは令和６年度の決算をし

ますので、その決算に当たって、いま一度その書類を確認した上で御報告をいただけるとありが

たいなと思うんですけど。今私が言ったように、条文の書換えを今後検討するか、直ちにするの

か、お聞かせください。 

○議長（甲斐 裕一君） 財政課長。 

○財政課長（大久保 暁君） 財政課長です。お答えをいたします。 

 まず、収入の部分につきましては、立木収入という形で４,４００万円上がっておりますが、

地元交付金としては３,３５０万ぐらいほど出しておりますので、市としての実質収入といたし

ましては１,１３０万ほどというふうな形にはなります、今年度、６年度においては。それから

前の分の年度につきましては、立木収入というのは、まず、大体１００万とか２００万のときも

ありましたので、やはり木の伐採に応じて収入というのが大きく変わってくるというふうな形で

御認識のほうをお願いいたしたいと思います。 

 あと、書類の部分についてどういうふうに精査をしていくかというのは、あまり申請者の負担

になるような書類を求めていくと、提出書類が多いと、伐採をしたときの収益というのがやはり

手数料のほうが大きく取られて、できないとかいうふうな部分も考えられますので、やはり申請
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者の負担にならないような形でどれだけ精査をしていくかという部分をしっかりと考えていきた

いと思っております。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） 検討するのは申請者の負担ではなくて、市民の、県民の共有の財

産をどのように利用していくかということを重点に置くべきだと私は思います。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長。 

○市長（相馬 尊重君） 今、財政課長が言ったのは、検証するために申請者にいろんな書類の提

出を求めると、申請者の負担になるということを答えた。 

○議長（甲斐 裕一君） 髙田龍也君。 

○議員（３番 髙田 龍也君） 分かりました。 

 であれば、見積書が出てきていますので、見積書はあくまでも見積書です。市場で売払いをし

た金額が分かれば、その書面というのは木材市場では証明書が出せますので、それを１枚添付す

ればいいだけの話だと思うんですよ。多分、関係書類をしっかりと確認していただけるのは由布

市行政の皆さんだと思いますので、その１工程を１つ入れていただけることによって、言い方は

悪いんですけど、別に収入とかをだまくらかしてポッケにないないしていると私は思いません。

と思いたいです。ですが、こうやって差異があるよということが、今、私と地域の皆さんの調査

で出てきていますので、しっかりとそこは疑義がないような形をしないことには、由布市の財政

もそうですし、今、森林伐採、木材の輸出量というのは昨年度から２５％増えていると聞いてお

ります。由布市は大体７割が森林に囲まれた、要は財産に今からなるであろう、由布市の土地の

分ですし、他の森林の産業としても今から伸び代がある由布市だと思いますので、そういう点を

しっかりと精査していくべきだと思いますので、ぜひ条例の改正案を念頭に考えていただきたい

なと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。回答はいいです。 

 残り３分を切りました。任期４年間、大変皆さんお世話になりました。あのやろう、このやろ

うと私も思われているのであろうなと思いながらも、何か１つは市民の皆さんのためになってき

たのではないのかなと思っております、議員生活を通じて。前回、市長が出馬表明して新聞記事

になりましたが、私も今日ここで出馬表明しておきますが、多分新聞記事にはなりませんが、市

民一人一人の幸せを願って、いま一度、３期目を目指して市議会議員活動をしていきたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。それと、皆さん大変お世話になりました。これに

て髙田龍也の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（甲斐 裕一君） 以上で、３番、髙田龍也君の一般質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（甲斐 裕一君） ここで暫時休憩します。再開は１４時１０分といたします。 
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午後１時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時10分再開 

○議長（甲斐 裕一君） 再開します。 

 次に、９番、太田洋一郎君の質問を許します。太田洋一郎君。 

○議員（９番 太田洋一郎君） ９番、太田洋一郎。議長の許可をいただきましたので、一般質問

に入らせていただきます。今回は、４項目プラス追加の通告により５項目となっております。し

っかりとした質問になりますよう努力してまいりたいと思います。それでは、入ります。 

 １点目です。由布市市制２０周年を迎えるに当たり、合併して２０年、由布市では市制施行

２０周年を迎え、記念行事等が計画されております。合併時、湯布院町議会議員として賛成、反

対の議論を交わしたあのときから２０年がたつのかと感慨深いものがあります。 

 そこで、２０周年を迎えるに当たり、由布市条例の総点検を実施してはどうでしょうか。時間

の経過、社会情勢の変化により、今に合わせた改正や廃止等が必要な条例もあると考えます。 

 ２点目です。多業種、各業態の人手不足の問題についてです。事業者の方々やスタッフの方と

意見交換する際、必ずと言っていいほど現場の人手不足の対策を求められます。この慢性的な人

手不足の改善が求められるが、対策は打てませんでしょうか。 

 ３点目です。緊急搬送時の選定療養費導入についてです。緊急性が認められない場合、多くの

自治体では定めた額を選定療養費として徴収する取組があります。由布市でも導入してはいかが

でしょうか。 

 ４点目です。由布市内で建設工事が中断しているメガソーラー事業について、現在工事が中断

している事業はどのくらいあるでしょうか。また、中断している事業があるとした場合、現場周

辺に影響はないのでしょうか。 

 そして、追加通告の分です。市長の行政報告より、議会開催初日、市長より行政報告がなされ

ました。その中で、７月１６日、大分県東九州新幹線整備推進期成会への出席との報告がありま

したが、現状どのような議論がなされているのかお伺いしたい。また、県より、日豊・久大本線、

２つのルートが示されているが、期成会の方向性はどうでしょうか。お願いいたします。 

 再質問はこの席で行わせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長。 

○市長（相馬 尊重君） それでは、９番、太田洋一郎議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、人手不足問題への対策についてお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、全国的に全ての業種、業態にわたって人手不足が深刻化しております。

由布市においても同様で、喫緊の課題と捉えているところです。 
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 その対策として、昨年、令和６年度から就労機会促進事業として、市の公式求人サイトである

ゆふマッチボックスを開設し、事業者と柔軟な働き方を求める短期就労者のマッチングに取り組

んでいるところです。このゆふマッチボックスは、短期就労を中心としたマッチングを行う仕組

みですけれども、最終的には長期雇用、正規雇用につなげたいという目標を持って実施している

ところです。今後も引き続き登録事業者数及び登録求職者数の増加に向けたＰＲを行いながら、

市内企業の人手不足解消のための一助となるサイト運営に努めたいと思っております。 

 また、少子化や都市部への人口流出に伴い、地元企業における若年層の人材確保も課題となっ

ております。そうしたことから、まずは由布高校生に向けて、地元企業の魅力や多様な働き方を

紹介し、地元への就職と将来的な由布市への定住を促す取組として、合同企業説明会の開催を検

討しておるところです。現在、由布高校、教育委員会、商工会、ハローワークなど関係各所と協

議を行っているところで、実現に向けて引き続き協議を進めてまいりたいと考えているところで

す。 

 次に、大分県東九州新幹線整備推進期成会で現状はどのような議論が行われているのかとの御

質問ですけれども、７月１６日に大分市内のホテルで令和７年度の期成会の総会が開催をされま

した。総会では、会長の佐藤大分県知事が議長となり、令和６年度の事業報告、決算報告、令和

７年度の事業計画、予算について審議をいたしました。 

 期成会の現状の取組としては、県民の機運醸成のための広報活動、講演会や説明会などを行っ

ており、また、今年の１月２２日に、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県、北九州市の４県１市

で構成する東九州新幹線鉄道建設促進期成会が国土交通省に対して要望活動を行ったことなどが

報告されました。 

 今年度の期成会の取組といたしましては、東九州新幹線の現在計画路線である路線を整備路線

への早期格上げを国に強く働きかけていく、また、幅広い世代へ周知をし、県民の機運の醸成を

図っていくということになっております。県より、日豊線ルート、久大本線ルート、２つのルー

トが示されておりますけれども、方向性はどうかという御質問ですが、令和５年１月に東九州新

幹線シンポジウムで久大本線ルートを推す声があったことから、福岡から大分までの区間につい

て、日豊線ルートと久大線ルートの比較調査を行ったもので、この調査結果をもって直ちにルー

トが決定されるものではなくて、今後の議論を活性化するための基礎資料としていくということ

になっております。今現在、期成会として、その２つのルートについての議論はまだ行われてお

りません。まず、計画路線から整備路線へ格上げをするということに力を入れる、また、県民の

皆さんの機運の醸成を図るということで話が行われたところです。 

 以上で、私からの答弁を終わります。他の御質問は、担当課長より答弁をいたします。 

○議長（甲斐 裕一君） 総務課長。 
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○総務課長（古長 誠之君） 総務課長です。 

 合併２０周年に当たり、由布市条例の総点検を実施してはどうかとの御質問ですが、議員御指

摘のとおり、物事の経過において区切りとなる重要なタイミングで、見直しや立ち返ることは重

要なことだと認識しているところであります。合併から２０年という社会情勢も大きく変化して

いく時間の経過と、そのときの情勢に合わせ、条例の見直しは常に継続的に行ってきたところで

あります。法律の改正動向や他市の先進事例を参考にしながら、由布市ならではの施策を講じ、

条例を適切に運用・改善していくことは行政の重要な責務であり、これまでも個々の条例につい

て、その有効性や必要性を継続的に見直し、市民生活や地域社会の発展に貢献できるよう、必要

に応じて改正や見直しを進めてきたものと考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 消防長。 

○消防長（大嶋 陽一君） 消防長です。 

 緊急搬送時の選定療養費の導入についての御質問ですが、初診時などに適用される選定療養費

は、医療機関の機能分担を目的に設定された制度と承知しております。消防本部として、救急搬

送時に対して適用することにより期待する効果としては、救急車の適正利用につながるのではな

いかという点です。既に導入している自治体は、救急搬送者の軽症者率が５０％を超える状況が

あったと聞き及んでいます。救急搬送者の軽症者率は、令和５年データですが、全国平均

４８.４％で、由布市は３２.３％です。導入に際しましては、救急搬送の状況による導入の必要

性、行政、消防、病院、医師会などの合意形成が必要となります。救急車の適正利用につきまし

ては課題の１つと捉えていますので、今後も引き続き調査研究を行ってまいります。 

 また、本年度より運用が開始されております、＃７１１９が救急車の適正利用につながるので

はないかと、その効果に期待しているところです。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 都市景観推進課長。 

○都市景観推進課長（伊藤  学君） 都市景観推進課長です。市内で建設工事が中断しているメ

ガソーラー事業について、お答えいたします。 

 平成２６年に再エネ調和条例の制定後、条例の手続を経て行われた大規模な太陽光発電施設事

業は１３件です。そのうち１２件については既に稼働していますが、工事を中断している事業が

１件ございます。事業場所は湯布院の並柳でございます。 

 本事業は、市の再エネ調和条例の手続のほかに、大分県が所管する森林法の林地開発の許可を

受けております。この事業による雨水処理施設は、調整池を４か所設置する計画でございますが、

現時点で調整池が２か所設置済み、残りの２か所については仮設の沈砂池が設置されているとい
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う状況でございます。計画と同等の施設の設置が完了しておりませんので、現状影響がないとは

言えないというふうに考えております。 

 今回の中断の報告を受けまして、県の担当課の中部振興局森林管理班のほうが、事業を中断す

る際には、既に樹木伐採や土地の造成を行っていることから、土砂流出等を配慮する防災対策を

事前に講じるよう指導しているというふうに聞いております。市としましても、事業者より中断

の報告を受けた際、現地の確認を行っており、今後も県と情報の共有を図ってまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 太田洋一郎君。 

○議員（９番 太田洋一郎君） では、再質問に入らせていただきます。少し順番を入れ替えて再

質問させていただきます。 

 緊急搬送時の選定療養費導入についてです。 

 これは先ほど消防長から、前向きに検討するというふうなニュアンスで僕は受け取ったんです

けれども、なぜこれを言うかと。実は、うちの母がこの４月に少し危篤状態になって緊急の救急

車の要請をしたんですけれども、そのとき湯布院出張所の消防車が出払っておりまして、庄内の

ほうから来ていただきました。その間、やっぱりかなり時間もかかりましたし、非常に心配した

んですけれども、今はすこぶる元気になっているんです。 

 そういった事例もある中で、そしてまた湯布院の場合というのは、固定人口とはまた別に、交

流人口、要は観光客の方の救急利用が多いと。特に宿泊施設等で体調が悪くなったというお客様

が出た場合には、すぐ救急要請をするというふうなことを、例えば現場のホテルのフロントのス

タッフの方とか、そういうふうにマニュアル化しているみたいです。そういった中で、例えば湯

布院の人口が約１万ちょいですけれども、そういった方々を入れるとやはり２万人近く、特に

ゴールデンウィークとかそういったときの昼間の人口というのはかなりの人口になっていると。

そんな中で、ちょっと体調が悪くなったということで緊急要請をして、これは救急要請をするほ

どではないなという事案が意外と僕はあるのではないかなと。 

 もともとの市民の方々というのは、救急要請をしたほうがいいよというふうに言うけれども、

いや、何となく申し訳ないみたいなところがあって少し辞退をする部分が、躊躇する部分がある

んですけれども、そういった交流人口の方々というのは意外とすぐに要請をするという場合に、

やはり２万人なり３万人、交流人口も含めた人口の中での救急搬送と、救急業務というのは非常

に多忙を極めるのではないかなというふうに感じるものですから、そうなった場合に、やはりこ

ういう制度というのは導入するべきだろうというふうに思いますし、また、＃７１１９というの

は、これはあんまり、大変申し訳ないんですけれども、認知されていないというのが現状だと思
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うんですね。ですから、＃７１１９、それをしっかりとＰＲすると同時に、こういう制度も、選

定療養費導入という部分の検討も本当に前向きに進めていただきたいというふうに思うんですが、

消防長、いかがですか。 

○議長（甲斐 裕一君） 消防長。 

○消防長（大嶋 陽一君） 消防長です。お答えいたします。 

 選定療養費の導入については、選定療養費自体が医療制度の中の仕組みでありまして、救急搬

送に適用するという考え方自体がちょっと難しい面もございます。結果として適正利用につなが

るという面では、消防としては導入の効果はあるのだろうという立場でございます。 

 交流人口の方々の搬送ということが再質問の中で出ましたけど、確かに湯布院は観光客が多く

ございますので、観光客の方の搬送も多く事例としてはあります。本署が当然一番多いんですが、

２番目に湯布院と、３番目が庄内という形になっております。旅館業者の方も、宿泊客、お客さ

ん等が容体が悪くなればやっぱり心配ですし、救急車を要請するのは致し方ない点もあると私の

ほうは理解しておりますし、要請があれば出動して搬送するという体制をこれからも続けていこ

うということは考えております。 

 いかに適正利用していただくかというのは、そのときの状況、病状にもよるんでしょうが、そ

の出動時点での消防隊として、これが適正であるか適正でないかという判断は大変難しい面があ

りますので、まだまだ研究していく、また勉強していく部分が多いのかなと感じております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 太田洋一郎君。 

○議員（９番 太田洋一郎君） 先ほど御答弁の中に、由布市の場合は３２.３％というのが軽症

というふうなことで利用されたということでございますので、そこのところ、そういった搬送時

に本当に重篤な方の救急要請があった場合には対応がなかなか難しいという、どうしても時間が

かかってしまうという部分もありますので、そこのところはしっかりと検討していただいて、医

療機関ともしっかりと協議をしていただきながら、例えば、適正な利用でしたねという１つの判

断も医療機関に求めると、どうでしょうかと、これは救急搬送ではなくて、十分御本人が来院で

対応できましたねと、そういったことがもしあれば、そういう部分も参考にしていただきたいと

いうふうに思いますし、また、他市でも取り組んでいるところがたくさんありますので、そうい

った部分で救急車の適正運用という部分も非常に大事なことだと、市民の、そしてまた来訪者の

生命を守るという部分では重要でございますので、しっかりと他市の取組も参考にしていただい

て検討していただきたい、そして市民の安心安全な部分を担保していただきたいというふうに思

っておりますので、ぜひとも前向きに検討していただきたいと思いますが、再度いかがですか。 

○議長（甲斐 裕一君） 消防長。 
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○消防長（大嶋 陽一君） 消防長です。お答えいたします。 

 他市の状況ということで今お話しいただきましたが、今回御質問いただいて、全国的にちょっ

と調べてみたり県のほうに問合せ等もさせていただきました。自治体、また消防の機関独自とし

て救急車の利用に料金を徴収するという例は、今のところ調べることはできませんでした。御質

問いただいた、あくまでもこの選定療養費、この制度に乗せて適正利用につながらないかという

ような取組のようです。 

 この選定療養費の導入につきましても、三重県の松阪市の消防の範囲と、茨城県が全県で取り

組んでいると、この２例が今全国の中で行っている状況じゃないかと思っております。現在、適

正利用につながっているだろうという数字も出ておりますけど、まだまだ取り組んでいるところ

も少のうございますし、実質これがどれぐらいの効果があるかとかいうことはまだはっきりと分

かっていない状況であります。ただ、先ほど申しましたように、１件でもこれを導入することに

よって適正利用につながるなら、消防本部としては好意的に受け取っておりますので、これから

も全国の状況なりを注視していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 太田洋一郎君。 

○議員（９番 太田洋一郎君） ぜひとも注視していていただきたい。また、由布市ではそういう

ことはないでしょうけれども、例えば救急車をタクシー代わりに使うとか、そういった事例がほ

かの自治体であったりとか、本当にそういった非常に嘆かわしい利用の仕方というところもやっ

ぱり事例がございますので、そういった場合にもしっかりと対応できるような取組もやっぱり必

要だと思いますので、今回質問を上げさせていただきました。ぜひともしっかりと検討していた

だきたいと思います。 

 次に行きます。多業種、多業態の人材不足の問題でございます。 

 先ほど市長のほうから、マッチボックスの取組であるとか、由布高校からの人材確保という部

分で、これは非常に重要だと思うのですけれども、ただ事業者の方に聞くと、もちろん由布市の

独自のマッチボックスというのは見るんだけれども、やはりどうしても短期バイトの要素が非常

に強くてなかなか使えないと。それがそのまま雇用につながっていくのかという場合に、なかな

かそれは現実的ではないというところで、非常にほかに何か取組はないんでしょうかというふう

なことをよく聞かれます。 

 また、医療現場も、先ほど、救急搬送されたうちの母が鶴見病院へ搬送されたんですけど、そ

れから回復して湯布院病院に移って、湯布院病院でうちの母の見舞いに行くと、看護師さんが皆

さんおっしゃるんですよ。太田さん、何とかなりませんか。とにかく人材がいないんです。満床

にできないんです。何とか市のほうで何か取組はございませんか。今、母が退院して特別養護老
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人ホームのほうに入っているんですけれども、そこでも言われます。 

 そしてまた、観光業者からも宿泊業者からも。宿泊業者の方なんかは、満室にできないんです

と。お客さんからの問合せ、ネット上で部屋を販売するとすぐに埋まるんですけども、今６割稼

働と言っています。もう人がいない。６割稼働でも、そのうちの半分しか１泊２食の対応はでき

ない。あとの半分は、朝食もしくは素泊まりでしか対応ができないという状況です。ですから、

そういった事業者、やっとコロナ禍が明けて今から事業が前向いていくというときに、人材がい

なくて回していけないというのが現状なんです。そういった中で、やはり由布高校の人材をしっ

かりと地元に残していくということも必要ですし、またマッチボックスというのを活用していく

のも必要ですけれども、それプラス何か対応ができないものでしょうか。商工観光課長、いかが

ですか。 

○議長（甲斐 裕一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（大塚  守君） 商工観光課長です。お答えをいたします。 

 本当に喫緊の課題というふうに捉えているところです。ハローワークのほうから私どものほう

に、３か月に１度、県の有効求人倍率も含めて、県内の、要は新卒者も含めてなんですけれども、

就職率といいますか、就業率の御説明をいただきます。その中でも大分県は非常に有効求人倍率

が高いんですけれども、やっぱり人手不足、どこも同じような問題を抱えているというのが、共

通した課題を抱えているという中で由布市だけ突出して人材を確保するという策は非常に難しい

とは現実思っております。その中で、今回新たな取組として、まずは由布高がうちにはあります

ので、由布高に通われている若い生徒さんたちを何とか由布市の中で就職をしていただきたいと

いう初めての取組を今形づくってやろうとしています。 

 加えて、実はその後の例えば新人の研修であったり合同入社式とか、そういったところまでフ

ォローしながら、由布市で就職することの優位性であったり、それがその先に若者の定住につな

がったりというところを考えながら今回初めて取り組みますので、まずはここに傾注をして、成

功させて定着をさせたいというふうに考えているところです。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 太田洋一郎君。 

○議員（９番 太田洋一郎君） ぜひともしっかりと進めていただきたいと思っています。 

 今、沖縄県のほうでも非常にやっぱり人材不足が叫ばれておりまして、沖縄県のコンベンショ

ンセンターやったか、そこは、沖縄で働くとこんな楽しみがありますよ、こういったことができ

ますよみたいなことを一生懸命アプローチというかプロモーションして全国に発信しているんで

すね。そういった取組も、就労といいますかそういった部分で、まちづくり観光局というわけで

はないんですけれども、そういったところから、外部団体からでもいいので、湯布院で働くと、
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由布市で働くと、こういう職種がありますよ、こういうふうなメリットがありますよみたいなも

のを何とか導き出していただいて、それを発信するということも非常に重要ではないかなという

ふうに思っています。 

 これまた、就職を希望する由布高校の生徒なんかにもそういったこともアプローチできますし、

全国に向けてそういった発信をぜひともやっていただきたいと思うんですけど、課長、いかがで

すか。 

○議長（甲斐 裕一君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（大塚  守君） 商工観光課長です。お答えをいたします。 

 議員おっしゃるとおりだというふうに思っています。繰り返しになりますけど、まずは由布高

の生徒さんを対象にして、このアプローチを、取組をやってみたいというふうに思っていますけ

れども、その先には、当然大分県内だけではなく全国各地に由布市の職場の魅力を発信できるよ

うな取組に発展させていきたいというふうに考えるところでございます。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 太田洋一郎君。 

○議員（９番 太田洋一郎君） ぜひともお願いしたいというように思っております。 

 今、朝犬の散歩をするんですけれども、通り、すれ違う方々というのは、これから宿泊施設で

働かれるんだな、出社されているんだなという方々の半分以上は海外の方です。インドネシアで

あるとかミャンマーであるとか、そういった方々に来ていただいている、担っていただいている

というのが現状ですし、私の知り合いの湯の坪街道で２０店舗近くお店を経営されている方と意

見交換したときに、うちは海外のスタッフが３５％いますと、もうそこに頼らざるを得ないんで

すと。日本の方に募集をかけてもなかなか来ないというところで、そういった悲痛な叫びといい

ますか訴えがございます。 

 海外の方というのは、例えばテイクアウトで食べ物を売ったりする部分は、それは大丈夫なん

ですけれども、例えば用品を販売する、その場合に商品を説明するという部分が必要になってく

る業務は、なかなか言葉の問題があって、つたないというところもあって、何とか国内のスタッ

フを働いていただきたいというふうなことで、そういったことも非常に要望されておりました。 

 今年の６月にうちの商店街の総会があったんですけれども、総会の後に意見交換会ということ

で、一杯会ですけれども、それをやったときにも、各事業所の方々が、太田さん、ちょっと相談

に乗ってくださいよ、とにかく人がおらんのですよと。そんなことばっかりです。人がおれば、

もうちょっと売上げが上がって、従業員にももっともっと還元できるんだけどというふうなこと

も聞いておりますので、課長、期待しておりますので、しっかりと由布高校も含めて、ＰＲ、そ

してまた現実的にしっかりと採用できるような取組を、また、いろんな全国で取組されていると
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ころがありますので、そういったこともぜひ参考にしていただいて、由布市の産業を盛り上げて

いただきたいというふうに思っております。もちろん商工会であるとか、いろんな団体と一致団

結して、そこの問題解決していただきたいというふうに思っております。切に願っておりますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次でございます。 

 先ほどの追加通告の分で、市長のほうからは、久大本線、日豊線ルートがまだ決まっているわ

けではないと、あくまでも今は計画路線から建設路線に格上げを求めているということでお話を

いただきました。最初、この話が持ち上がったときに、当初は日豊線ルートのみのことであった

んですけれども、その話を聞いていて、ニュース等で報道される中で、ああ、そうか、東九州新

幹線かというふうな感じで聞いていたんですが、突如として久大本線ルートというのが出てきま

して、実際どうなんだろうと。そこで、自分の身近な路線という部分でちょっと考えるようにな

りまして、これまた、もし仮に久大本線に通った場合に、これは負の遺産になるなというふうに

ふと感じてしまいました。 

 以前、久大本線がもし計画されて、その久大本線が開通するに当たり、地元自治体の持ち出し

金額というのがございまして、あれはお幾らぐらいでしたか。由布市の場合はどのくらいという

ふうな想定でございましたでしょうか。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長。 

○市長（相馬 尊重君） お答えします。 

 各市町村の持分、今ちょっと資料がないのではっきり記憶にございませんが、かなりの負担が

あるというふうに記憶しております。 

○議長（甲斐 裕一君） 太田洋一郎君。 

○議員（９番 太田洋一郎君） 僕も記憶が曖昧なんですけど、確か２０億とか２００億とかそう

いった数字だったと思うんですね。なので、もし仮に久大本線が通った場合に、例えば始発が福

岡だとすると、大分駅に行くまでの間、何か所止まるのと。これを考えたときに、由布市内では

唯一湯布院に止まるぐらいで、あとは全然停車もしないと。それに２０億だとか２００億だとか

かけるというのは非常にここらは乱暴な話であって、それは宮崎のほうまでちゃんとつながれば

便利になるという部分では理解はしますけれども、市長の考えとしてどうでしょうか。本音とし

て、日豊本線のほうに行っていただきたいなという気持ちはございませんか。 

○議長（甲斐 裕一君） 市長。 

○市長（相馬 尊重君） お答えします。 

 まだまだそういう議論が始まっていないのは、県下二分にする可能性もあるというようなこと

で、いろんな考え方がございます。そういうことから、今現時点で私の考えを述べるというのは
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控えさせていただきたいと思います。 

○議長（甲斐 裕一君） 太田洋一郎君。 

○議員（９番 太田洋一郎君） 市長会でのもめごとの種になりますから、あえて答弁は求めませ

んけれども、ただ、もし仮に久大本線ルートというのが計画された場合に、地元の持ち出しがか

なりあるという部分はこれは否めないという部分がございますので、そういったお金があるので

あれば、しっかりと市民サービスに向けていただきたいと思いますし、肌感で市長の考えは何と

なく分かりますので、この場では申し上げませんけれども、何とか市長会の中でも、また期成会

の中でもしっかりと議論していただいてというふうに思っております。この件はこれで結構です。 

 それでは、次です。 

 先ほど、由布市内の建設工事が中断しているメガソーラーが１か所ということで、これは並柳

の例のところでございますね。これは何で心配するかというと、水源池保護条例の中で一応よけ

てはいただいておりますけれども、由布市の大事な水源があると。昨今の雨の降り方であるとか、

そういった風水害等を考えると、今見ると表土が剝げていますよね。表土が剝げた段階で、非常

に危険な状態というふうに思っております。今日の天気予報でもそうですけれども、長崎、熊本

で今日線状降水帯がかかったということで、かなりの雨量が予想されておりますけれども、由布

市も線状降水帯がかかった、あの１時間で７２.３ミリほどでしたか、あれだけ降っただけでこ

れだけ被害が起きるという状況の中で、いつ何どきこういったことが起きるか。そしてまた、建

設が中止しているそういった部分に影響を及ぼすかというのは非常に怖いというふうに思ってお

りますので、事業者からこれは中止の届けが出ているんでしょうか。 

○議長（甲斐 裕一君） 都市景観推進課長。 

○都市景観推進課長（伊藤  学君） 都市景観推進課長です。お答えいたします。 

 事業の中断の届け、中止の届けも踏まえてですけれども、これは事業者のほうは出したいとい

う希望があったようでございます。ただ、その中断を受け入れてしまいますと、事業が本当に中

断をしてしまいますので、大分県もそうですし私どももそうですけれども、中断はまず受け入れ

ないと。まず安全対策を講じてから、それから中断が受けられる状況になった状況を確認して、

中断の届出を受け入れるというふうな態度を示しております。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 太田洋一郎君。 

○議員（９番 太田洋一郎君） 事業者がそこまでやっていただいて中断の届出を出していただけ

ればいいんですけれども、実質、今中断している状況ですよね。僕はよく通るんですけれども、

通るたびに見るんですけど、以前は重機といいますかそういった工事に関係する車両が多く止ま

っておったんですが、ここ何か月、そういう車両は一切止まっておりませんで、本当に完全に止
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まっているなという状況があります。 

 地元の若杉の方に聞くと、それはもう資金ショートしておるんやろうと。事業者自体がなかな

か事業を進めるための資金がもうないということで、どんなに待っても多分再開はせんと思うよ

というふうなことでお伺いしております。そうなった場合に、課長、何か方策はございますか。 

○議長（甲斐 裕一君） 都市景観推進課長。 

○都市景観推進課長（伊藤  学君） 都市景観推進課長です。お答えいたします。 

 最悪の場合というところでございますが、現状は先般の線状降水帯の大雨の際には現地の確認

のほう、大分県のほう、私どものほうも伺っております。そうしながら現状を確認しているとこ

ろでございます。最悪の状況といいましょうか、事業が滞って前に進まない場合は、１つは上位

法による森林法による行政処分がどのくらいまで可能か、代執行まで可能かというところ、それ

と、由布市においては環境の保全協定のほうを結んでおりますので、これはもう訴訟等を見据え

たような損害賠償の請求というところに至らなければならないのかなというふうなところを考え

ているところでございます。 

○議長（甲斐 裕一君） 太田洋一郎君。 

○議員（９番 太田洋一郎君） ぜひとも、先ほど言われたように代執行であるとか、そういった

ことも視野に入れて対応していただきたいというふうに思っております。というのが、先ほども

申しましたように、湯布院の水源地を抱えておりますから、そこにもし何か万が一のことがあっ

たときには大変なことになりますので、そこのところは業者をしっかりと説得していただいて、

何とかある一定のめどをつけていただいて中断をするというところも引き続き掛け合っていただ

きたいというふうに思いますし、また、それが無理なようであれば、先ほど課長が言われたよう

なことも念頭にしっかり県とやり取りしていただいて、被害のないようにしていただきたいとい

うふうに思っています。この件はこれで結構です。 

 最後になります。由布市政２０周年を迎えるに当たり、条例の見直しをしたらどうかというふ

うなことです。 

 もちろん記念式典も非常に大事ですし、２０年を迎えたなというふうなことで市民の方々にし

っかりと把握していただきたい、認識していただきたいというのは分かります。ただ、条例とい

うのは市民生活を支える根幹でございますから、その条例の見直し、もちろん条例自体は適時見

直しをされていると、また上位法の法律が変わった場合にはその都度条例が変わっておりますの

で、そういったことはないだろうというふうに思うんですけれども、先ほどのメガソーラーに関

係して、例えば再エネ条例がございますよね。再エネ条例の中で、例えば事業者に対しての責務

みたいなものをしっかりと再度明記していくという必要はあるというふうに思っております。 

 僕はやっぱり心配するのは、前回質問しました２０３２問題という、要はＦＩＴの買取りが終
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わった後に事業者がちゃんと撤去するのかという部分が非常に懸念されるというふうに思ってい

ます。一応今ルールでは、経産省の別の機構で撤去費用の積立てというようなことをちゃんと行

われておりますけれども、例えば撤去費用が積立てをした金額よりももっと高くなるとした場合

に、その積立てをしたお金を放棄して、例えば２０年目の手前で会社を潰すとか、もしくは

２０年目を迎えて、そのまま権利を例えばペーパーカンパニーみたいなところに売って、その会

社が飛んでしまうみたいなこともありかねるんですね。そういった懸念があるものですから、そ

ういった部分もしっかりと条例の中に盛り込む必要があるのかなというふうに思いますし、また、

先ほど言いましたように、事業者が変わった場合のそういった届出とか、そういったものも明記

する必要があるのではないかなというふうには思うんですね。 

 こういったことも、だんだんＦＩＴの買取り期間が終了が迫っていく中で、早め早めにやるべ

きだろうというふうに思っておりますので、課長、この部分はぜひとも考えていただきたいとい

うふうに思っております。 

 それと、もう一点、今回、川西地区で設置されたメガソーラーですけれども、これ、自治体を

またいでいますよね。例えば、ここまでは由布市だけどもここからは玖珠町というふうになって

おります。そういった自治体をまたいでくる計画に対して、例えば、またいだ同士の自治体がど

れだけの連絡体制を取れるかとか、そういった部分も明確に盛り込む必要があるのかなというふ

うに思っておりますので、ぜひとも検討していただきたいというふうに思っています。 

 先日、渕野けさ子議員から、民泊のお客様のごみ問題、騒音問題という部分で市長が、住民自

治基本条例で対応するようにということで、それをしっかりと指導しているというふうに言われ

ておりました。その中で、住民自治基本条例の中で、例えばその第７条にいろんな役割と責務と

いう部分がございますけれども、この場合それに対して、例えばその事業者は、事業内容が地域

に及ぼす影響を考え、対策を講じなければならないとか、そういったものをやっぱり入れるべき

だと思いますし、これまた由布市環境基本条例でも同じような文言が必要になってくるのかなと

いうふうに思っておりますので、今日は環境課長がいませんけれども、そういった部分も加えな

がらブラッシュアップして、今の時代に沿うような条例にしていく必要があるのかなというふう

に思っています。 

 また、例えば由布市が合併する中で、その当時というのは民泊とか民泊新法みたいなものはあ

りませんでしたし、そういう動きも全くございませんでしたけども、やはりその民泊新法みたい

なものができて、民泊であるとか簡易宿所がどんどん増えていくというところで、いろんな対応

が求められると。確かに、民泊の近くで、簡易宿所の近くのちょっとしたところを見ると、朝ご

みが捨てられていたりとか、これはあくまでも多分コンビニの袋でそのまま捨てられているとい

うことで、これはお客さんのごみだなというふうに思うんですけども、そういったことが非常に
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目につきますから、ポイ捨て防止条例ではございませんけれども、そういった部分も踏まえて、

そういったことがないように見直しが必要ではないかなというふうに思っておりますが、これは

お聞きしても仕方ないですから。 

○議長（甲斐 裕一君） 都市景観推進課長。 

○都市景観推進課長（伊藤  学君） 都市景観推進課長です。お答えいたします。 

 議員おっしゃる多くの条例についての改正というのは、その時期に応じて、必要に応じて行う

というのは当然だというふうに我々も思っております。特に長期にわたる事業については、興っ

た当時予想もつかないような事態が生じるということもございます。我々としても、今、太陽光

発電施設については、その後経済産業省から環境省のほうに事務の所管が替わりまして、随分自

然環境や環境に対する影響を非常によく考えていただいている政策に移りつつあるというふうに

感じているところでございますので、そういう部分を踏まえまして、由布市のほうで改正が必要

な分については行っていきたいというふうに考えております。 

 もう一つだけ、隣の町のほうの市町村をまたいでする再生エネルギーのことにつきましては、

今、国のほうが地域の温暖化対策推進法に基づいて、促進区域や促進しない区域ということで、

区域を分ける計画をつくっております。その中で、県が全体的に広域に、由布市でいえば抑制区

域をどうするかというところでございまして、それが今年中、来年中にまとまりそうな形になっ

て協議しているというふうに伺っておりますし、私どもも昨年より、副市長をはじめ環境部局の

県の部局のほうへその意見を申し入れているところでございますので、そういうところもできま

したら改正してまいりたいというふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（甲斐 裕一君） 太田洋一郎君。 

○議員（９番 太田洋一郎君） ぜひともお願いいたします。 

 先ほども申しましたように、しっかりと徹底して、撤去をしっかりと責任を持って行うという

部分も盛り込んでいただければ非常に助かるかなというふうに思っております。というのが、も

し仮に撤去せずに放置された場合、これはもう産業廃棄物としてそこに残るわけですから、じゃ、

これをどうするのかと、放置するわけにいかないというふうになった場合、事業者も見当たらな

いとなった場合に、それこそ行政代執行で市民の税金を投入して撤去しなければいけないという

ような状況になるやもしれませんので、それは非常に危惧されるところでございますので、何と

かそういったことが起きないように条例等でしっかりと規制をかけていただきたいというふうに

思っております。 

 それと、今回ほかの議員さんも、田中真理子議員も子どもの権利条例とかそういったことも必

要ではないかというふうに言われております。その時代、その社会情勢等もしっかりと踏まえな
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がら条例の見直しをやっていただきたいというふうに思っています。何とか、この条例があるお

かげでいろんなことが進んでいくということは非常に重要なことだなというふうに思っておりま

す。 

 １つ思い出されるのが、由布市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に

関する条例、これを協議したのが僕はちょうど１期目のときで、担当が学さんやったですね。こ

のときに、要は開発地を設定して同意を得るというのが、僕の感覚としては開発地全体から

１６メーターというふうに思っていましたけれども、開発計画地から１６メーターですとなって、

だったら、１６メーター以上で分筆したら同意を誰も取らんでいいやないかという話をして、い

やいや、そういうことはありませんということで議論したのを思い出しまして、非常にあれから

２０年かというふうに感慨深いものがございました。こういった条例で少しでも由布市民の環境

が守られていくことを切に願っております。 

 それでは、これで私の一般質問を終わりますけれども、前回、一般質問終了後に今度の１０月

の選挙はもう引退したいなというふうなことを申しまして、実は昨日、最終的に家内と、家族と

話をしまして、家内からは最後まで反対をしておりました。というのが、選挙をされた方々皆さ

ん御経験があると思うんですけど、やはり家族に一番迷惑をかけるということです。うちの子ど

もたちも会社をやっておりまして、その間仕事を休まんといけんのかなとか、そういったことも

言われておりましたし、例えば、選挙に関係していろいろ手伝っていただける方々も、おまえの

ところの子どもは仕事に行っちょって働きよるのに、俺たちは、おまえ、あれか、手伝わないけ

んのかというところは言いませんけれども、何となくそういったこともやっぱり子どもたちも感

じておって、仕事をちょっと休まんといけんのかなとか、うちの家内なんかは、またいろんな人

に頭を下げないかんなというところもあって、それで、お父さん、ぜひとも、３期１２年、還暦

になったんやけんいいやないかというところで、許していただけませんけれども、折衷案として、

出るに当たって、立候補の届けだけしなさいよと。あとはもう何もせんでいいよ。あとは市民の

方々にお任せすればいいやないと。あんたみたいな人が必要ねえなと思ったら、多分通らんやろ

うし、必要があるんやないといったら、合格をいただけるかもしれんけど、もうそれにしてくだ

さいと。あくまでも選挙期間中は私たちは何もしないというところで落ち着きまして、一応そう

いう方向性でさせていただこうと。ですから、まだ印刷物も何も手をつけていませんし、選挙

カーの手配もしておりませんけれども、届出をするというだけであれば選挙カーも要りませんし、

一応事務所は開設いたしますけれども、そういった方向で準備をさせていただきたいというふう

に思っております。 

 ですから、これが多分最後の一般質問になると思っておりますが、先ほど申しましたように、

今回一般質問の通告を作成するに当たり、後悔がないようにということで、いろんな項目をつけ
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させていただきました。通告を作るに当たっては、この時点では完全に引退しようというふうに

思っていたんですけれども、多くの支持者の方、いませんけども、数少ない支援者の方から、せ

めてもう一期頑張ってくれんかなという声を非常にいただきまして、なら、立候補をするだけで

勘弁していただこうというところで、それで駄目ということであれば、晴れ晴れとキャンピング

カーを買うようにしておりましたので、今回引退して、キャンピングカーを買って犬と家内とい

ろんなところに行こうというふうなことを言っておりましたが、もし駄目であれば、キャンピン

グカーをそのまま買わせていただいて、たまには傍聴に来ますので、そういったこともありかな

というふうに思っておりますが、一応結果としては、今度の１０月の選挙、市議会議員の選挙は

そういった形でチャレンジさせていただきたいというふうに思っております。ほかの議員さんに

対しては非常に失礼なやり方かもしれませんけれども、唯一うちの家内がそれだったらというこ

とでうなずいていただいたので、それを守ろうというふうに思っております。 

 では、私の一般質問はこれで終わります。ありがとうございました。 

○議長（甲斐 裕一君） 以上で、９番、太田洋一郎君の一般質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（甲斐 裕一君） これで、今回の一般質問は全て終了しました。 

 次回の本会議は、明日の午前１０時から議案質疑を行います。 

 本日はこれにて散会します。どうもお疲れさまでした。 

午後３時00分散会 

────────────────────────────── 

 


